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い
わ
ゆ
る
好
意
同
乗
減
額
と
は
、
自
動
車
運
転
者
の
好
意
に
基
づ
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
無
償
で
同
乗
し
た
者
が
、
運
転
者
の
過
失
に

起
因
す
る
事
故
（
自
損
事
故
）
で
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
同
乗
者
の
損
害
賠
償
請
求
が
、
好
意
同
乗
関
係
の
存
在
を
理
由
に
減
額
さ
れ
る

（
１
）

一
」
と
を
い
う
。
た
と
え
同
乗
者
に
は
何
ら
過
失
が
な
く
と
も
、
運
転
者
と
同
乗
者
と
の
人
的
関
係
の
濃
淡
、
同
乗
に
至
っ
た
経
緯
、
同
乗
後

の
運
行
へ
の
か
か
わ
り
方
な
ど
、
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
減
額
割
合
（
減
額
率
）
が
決
定
さ
れ
、
被
害
者
た
る
同
乗
者
の
運
行
者
に
対
す

る
賠
償
請
求
の
一
部
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
過
失
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
減
額
さ
れ
る
根
拠
は
、
運
行
者
の
責
任
根
拠
要
因
へ
の

（
２
）

同
乗
者
の
「
対
内
的
か
か
わ
り
あ
い
」
に
基
づ
く
公
平
観
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
好
意
同
乗
減
額
は
、
好
意
運
行
者
と
好
意
同
乗

（
３
）

者
と
の
間
に
客
観
的
に
存
在
す
る
好
意
同
乗
関
係
Ⅱ
「
人
的
・
内
部
的
関
係
」
に
基
づ
い
て
、
｜
般
条
項
た
る
信
義
則
。
公
平
の
見
地
か
ら

な
さ
れ
る
減
額
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
好
意
同
乗
減
額
は
、
あ
く
ま
で
も
好
意
同
乗
関
係
に
基
礎
を
お
い
た
、
信
義
則
上
の
減
額
で
あ
り
、
過

（
４
）

失
相
殺
に
基
づ
く
責
任
制
限
と
は
異
な
る
次
元
に
属
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
好
意
運
行
者
と
第
三
運
行
者
と
の
共
同
不
法
行
為
（
衝
突
事
故
）
の
場
合
に
お
け
る
好
意
同
乗
者
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い

て
、
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
三
運
行
者
と
好
意
同
乗
者
と
の
間
に
は
、
加
害
・
被
害
関
係
が
存
在
す
る
の
み
で
、
減
額
を

導
き
だ
す
よ
う
な
信
義
則
上
の
関
係
は
何
ら
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
は
、
好
意
運
行
者
と
好

意
同
乗
者
と
の
関
係
の
み
に
お
け
る
相
対
的
減
額
で
あ
る
と
、
一
応
い
え
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
好
意
同
乗
者
の
損
害
賠
償
請
求
に

お
い
て
、
好
意
同
乗
関
係
に
あ
る
好
意
運
行
者
の
責
任
は
一
定
割
合
に
制
限
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な
い
第
三
運
行
者
の
責
任
は

全
額
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
｜
部
連
帯
の
問
題
が
生
じ
、
さ
ら
に
第
三
運
行
者
か
ら
好
意
運
行
者
へ
、
そ
し

Ｉ
は
じ
め
に
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て
好
意
同
乗
者
へ
と
、
求
償
・
再
求
償
の
段
階
で
好
意
同
乗
関
係
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
の
問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
難
関
と
な
る
。
あ
る
い

は
、
こ
の
難
関
に
陥
ら
な
い
考
え
方
と
し
て
、
好
意
同
乗
者
と
第
三
運
行
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
好
意
運
行
者
と
の
関
係
に
お
け
る
と

同
じ
よ
う
に
減
額
さ
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
好
意
同
乗
関
係
の
な
い
者
の
間
に
好
意
同
乗
関
係
を
擬
制
し
、
同
乗
減
額
に
完

（
５
）

全
な
絶
対
的
効
力
を
認
め
、
同
乗
自
体
を
過
失
と
同
一
視
す
る
結
果
と
な
る
。

（
６
）

そ
こ
で
、
好
意
同
乗
減
額
は
、
損
害
全
額
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
好
意
運
行
者
の
本
来
的
負
担
部
分
（
過
失
割
合
部
分
）
に
つ
い
て
の
み

な
さ
れ
、
第
三
運
行
者
の
本
来
的
負
担
部
分
（
過
失
割
合
部
分
）
に
お
い
て
は
何
ら
考
慮
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
筆

者
の
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
好
意
運
行
者
と
好
意
同
乗
者
と
の
二
者
間
に
お
け
る
信
義
則
上
の
責
任
制
限
な
の
で
、
損
害
の
一
部
（
好

意
運
行
者
の
負
担
部
分
）
に
お
い
て
減
額
が
な
さ
れ
て
第
三
運
行
者
の
負
担
部
分
に
影
響
が
及
ば
な
い
と
い
う
意
味
で
、
相
対
的
効
力
に
と

ど
ま
る
。
し
か
し
同
時
に
、
減
額
分
（
好
意
同
乗
者
の
自
己
負
担
分
）
に
つ
い
て
第
三
運
行
者
の
責
任
も
制
限
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
信

（
７
）

義
則
上
の
減
額
と
い
え
ど
も
絶
対
的
効
力
を
有
す
る
｝
」
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
好
意
同
乗
減
額
と
、
民
法
債
権
総
則
中
に
規
定
さ
れ
る
債
務
の
免
除
と
は
、
責
任
（
債
務
）
の
減
免
を
帰
結
す
る
と
い
う
同

一
の
効
果
を
有
す
る
。
た
と
え
ば
、
契
約
関
係
に
基
づ
い
て
債
権
者
Ａ
が
債
務
者
Ｂ
に
対
し
て
一
○
○
○
万
円
の
債
権
を
有
す
る
場
合
に
お

い
て
、
Ａ
が
Ｂ
に
債
務
免
除
す
れ
ば
、
債
権
は
消
滅
す
る
（
民
法
五
一
九
条
）
。
ま
た
、
契
約
上
、
債
務
者
Ｙ
・
Ｚ
（
負
担
割
合
平
等
）
が

債
権
者
Ｘ
に
対
し
て
一
○
○
○
万
円
の
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
Ｘ
が
Ｙ
に
債
務
免
除
す
れ
ば
、
Ｙ
は
債
務
を
免
れ
、
Ｙ

の
負
担
部
分
五
○
○
万
円
に
つ
い
て
Ｚ
も
債
務
を
免
れ
、
結
局
、
Ｚ
の
五
○
○
万
円
の
債
務
の
み
が
残
存
す
る
（
民
法
四
三
七
条
）
。
し
か

し
、
好
意
同
乗
関
係
の
ゆ
え
に
全
額
減
額
（
減
額
率
一
○
割
）
さ
れ
て
、
好
意
運
行
者
の
好
意
同
乗
者
に
対
す
る
責
任
が
否
定
さ
れ
る
、
と

（
８
）

い
う
》
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
債
務
に
お
け
る
全
部
免
除
（
民
法
五
一
九
条
の
典
型
例
）
、
お
よ
び
、
連
帯
債
務
に
お

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

四
九



そ
れ
で
は
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
一
一
割
の
一
部
免
除
を
す
れ
ば
、
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
三
者
間
の
債
権
債
務
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
が
、
好
意
同
乗
者
の
好
意
運
行
者
・
第
三
運
行
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
、
好
意
同
乗
減
額
の
問
題
に
対
応
す
る
。

（
、
）

そ
し
て
、
共
同
不
法
行
為
者
の
損
害
賠
償
債
務
に
債
務
免
除
（
民
法
四
三
七
条
）
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
下
級
審
判
決
も
み
ら
れ
る
。
判

決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
好
意
同
乗
関
係
に
基
づ
く
「
減
額
事
由
は
、
債
権
を
無
償
か
つ
一
方
的
に
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
、
債
務
免
除
に
類

す
る
性
質
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
四
三
七
条
の
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
」
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
の
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
共
同
不
法
行
為
者
の
損
害
賠
償
債
務
に
、
そ
も
そ
も
連
帯
債

務
規
定
が
適
用
な
い
し
類
推
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
問
題
か
ら
検
討
す
る
。

け
る
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
全
部
免
除
（
民
法
四
三
七
条
の
典
型
例
）
に
つ
い
て
は
、
好
意
同
乗
減
額
と
の
直
接
的
関
連
は
あ
り
え
な
い

こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
二
割
の
一
部
免
除
を
す
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
当
然
に
債
権
は
消
滅
し
、
八
○
○
万
円

の
残
存
債
権
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
単
独
不
法
行
為
に
お
け
る
、
債
権
者
（
好
意
同
乗
者
）
。
債
務
者
（
好
意
運
行
者
）
間

（
９
）

の
好
意
同
乗
減
額
に
対
応
す
ｚ
》
。

注

（
１
）
倉
田
卓
次
「
無
償
同
乗
論
」
判
夕
一
一
六
八
号
二
四
頁
以
下
（
’
九
七
一
年
）
［
『
交
通
事
故
賠
償
の
諸
相
』
一
一
三
頁
以
下
所
収
（
一
九
七
六
年
日
本

評
論
社
）
］
は
、
好
意
同
乗
減
額
に
関
す
る
初
期
の
詳
細
な
論
文
で
あ
る
。

（
２
）
円
井
義
弘
「
好
意
・
無
償
同
乗
と
減
額
」
判
夕
六
一
一
一
七
号
一
一
一
三
頁
以
下
三
九
頁
（
一
九
八
七
年
）
は
、
「
報
償
責
任
の
基
底
を
な
す
運
行
利
益
の
内

部
的
分
有
な
い
し
分
配
」
、
お
よ
び
「
危
険
責
任
の
構
成
要
素
を
な
す
危
険
の
内
部
的
分
担
」
の
各
側
面
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
橋
詰
均
「
好
意
同
乗
と
賠
償
額
の
減
額
」
［
塩
崎
勤
編
］
『
現
代
民
事
裁
判
の
課
題
⑧
〔
交
通
損
害
労
働
災
害
〕
』
四
六
一
頁
以
下
（
一
九
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（
３
）
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』
六
三
一
一
頁
（
’
九
八
五
年
青
林
書
院
）
。

（
４
）
な
お
好
意
同
乗
減
額
を
、
同
様
の
機
能
を
営
む
過
失
相
殺
（
民
法
七
一
三
条
二
項
、
四
一
八
条
）
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
の
一
局
面
と
と
ら
え
る

こ
と
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
倉
田
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
一
四
頁
、
円
井
・
前
掲
注
（
２
）
三
九
頁
参
照
。
た
だ
し
、
判
例
に
お
い
て
は
、
過
失
相
殺
の

（
類
推
）
適
用
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
比
佐
和
枝
「
好
意
同
乗
の
減
額
」
ジ
ュ
リ
増
刊
総
合
特
集
『
自
動
車
事
故
」
一
三
五
頁
以
下
（
’
九
八
六
年
）
、
本

田
純
一
「
好
意
同
乗
と
共
同
不
法
行
為
」
［
野
村
好
弘
編
］
『
交
通
災
害
に
お
け
る
損
害
賠
償
、
保
険
お
よ
び
社
会
保
障
』
三
九
頁
以
下
（
一
九
八
八

年
保
険
毎
日
新
聞
社
）
が
あ
る
。

な
お
へ
筆
者
は
次
の
拙
稿
で
検
討
を
加
え
た
。
第
一
論
「
好
意
同
乗
減
額
と
共
同
不
法
行
為
１
人
的
・
内
部
的
関
係
に
基
づ
く
減
額
の
共
同
不
法

行
為
へ
の
影
響
ｌ
」
琉
大
法
学
四
六
号
五
三
頁
以
下
（
’
九
九
一
年
）
．
第
二
論
「
好
意
同
乗
減
額
の
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
効
カ
ー
相
対
的

効
力
か
絶
対
的
効
力
か
ｌ
」
判
夕
七
六
七
号
六
三
頁
以
下
［
日
本
交
通
法
学
会
編
『
人
身
賠
償
・
補
償
研
究
第
二
巻
』
二
五
五
頁
以
下
所
収
（
一
九

九
二
年
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
］
。

（
６
）
最
判
昭
和
四
一
年
二
月
一
八
日
（
民
集
二
○
巻
九
号
一
八
八
六
頁
）
は
、
タ
ク
シ
ー
会
社
Ａ
の
被
用
者
Ｂ
が
運
転
す
る
タ
ク
シ
ー
と
第
三
者
Ｃ
の

車
と
が
衝
突
事
故
を
起
こ
し
、
乗
客
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
た
Ａ
が
、
Ｃ
に
求
償
し
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
は
、
「
Ａ
は
、
Ｃ
に
対
し
、
Ｃ
と
Ｂ
と

の
過
失
の
割
合
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
Ｃ
の
負
担
部
分
に
つ
い
て
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
示
す
る
。
負
担
部
分
の
決
定

基
準
に
つ
い
て
は
、
過
失
割
合
の
ほ
か
に
、
故
意
的
要
素
や
寄
与
度
あ
る
い
は
因
果
関
係
や
違
法
性
な
ど
が
学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
が
、
決
定
さ

れ
た
負
担
部
分
に
つ
い
て
の
求
償
は
、
共
同
不
法
行
為
者
間
に
お
け
る
公
平
上
、
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
拙
稿
。
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
八
八
頁
以
下
、
第
二
論
六
八
頁
以
下
参
照
。
た
と
え
ば
、
過
失
割
合
対
等
な
好
意
運
行
者
と
第
三
運
行
者
と
の
共
同

不
法
行
為
に
よ
り
、
好
意
同
乗
者
に
一
○
○
○
万
円
の
損
害
が
生
じ
た
が
、
好
意
運
行
者
と
好
意
同
乗
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
好
意
同
乗
関
係
を

疑
問
が
残
る
。

八
九
年
新
日
本
法
規
出
版
）
は
、
「
現
代
自
動
車
社
会
」
に
お
い
て
は
、
「
自
動
車
交
通
に
関
与
す
る
…
…
同
乗
者
も
ま
た
自
動
車
運
行
の
危
険
を
応

分
に
管
理
す
べ
き
立
場
に
あ
る
の
に
そ
の
配
慮
を
欠
い
た
点
」
を
減
額
根
拠
と
し
（
四
七
九
頁
）
、
運
行
利
益
の
享
受
自
体
は
「
減
額
事
由
と
は
な
ら

ず
、
慰
謝
料
算
定
の
際
勘
酌
さ
れ
る
」
と
す
る
（
四
八
○
頁
）
。
し
か
し
、
運
転
に
関
し
て
無
知
・
無
免
許
の
同
乗
者
が
常
に
「
管
理
す
べ
き
立
場
」

に
あ
る
と
い
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
同
乗
者
が
運
行
の
便
益
を
繰
り
返
し
享
受
し
て
い
る
場
合
に
も
減
額
割
合
決
定
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
な
い
の
か
、

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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①
大
審
院
大
正
三
年
一
○
月
一
一
九
曰
判
決
（
民
録
二
○
輯
八
三
四
頁
）
は
、
示
談
に
よ
り
債
務
免
除
を
受
け
た
事
案
で
あ
る
。
Ｙ
会
社
の

船
長
お
よ
び
Ｚ
会
社
の
船
長
の
共
同
過
失
（
負
担
部
分
平
等
）
に
よ
り
、
Ｚ
会
社
の
船
舶
が
沈
没
し
て
Ｘ
の
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
の
で
、

（
、
）

Ｌ
」
解
さ
れ
て
き
た
。

Ⅱ
共
同
不
法
行
為
へ
の
連
帯
債
務
規
定
の
適
用

初
期
の
判
例
に
お
い
て
は
、
共
同
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
は
連
帯
債
務
で
あ
り
、
民
法
四
一
一
一
一
一
条
以
下
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

理
由
に
信
義
則
上
二
割
の
減
額
が
相
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
好
意
運
行
者
の
本
来
的
負
担
部
分
五

○
○
万
円
の
内
一
○
○
万
円
が
減
額
さ
れ
て
好
意
同
乗
者
の
自
己
負
担
と
な
り
、
残
額
九
○
○
万
円
に
つ
い
て
、
好
意
運
行
者
と
第
三
運
行
者
と
が
連

帯
し
て
責
任
を
負
い
、
四
○
○
万
円
・
五
○
○
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
内
部
分
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
８
）
橋
詰
・
前
掲
注
（
２
）
四
六
二
頁
。

（
９
）
対
応
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
単
独
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
、
債
務
免
除
（
民
法
五
一
九
条
）
の
規
定
を
適
用
な
い
し
類
推
適
用
す
べ

き
だ
と
す
る
学
説
は
な
く
、
ま
た
、
判
例
も
み
あ
た
ら
な
い
。
減
額
が
信
義
則
（
｜
般
条
項
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
た
め
て
別
の
根
拠

条
文
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
。

（
、
）
新
潟
地
裁
六
日
町
支
部
昭
和
四
八
年
二
月
一
一
二
日
判
決
（
判
例
時
報
七
○
六
号
五
九
頁
）
参
照
。
本
判
決
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
５
）
に
お
い
て
も

残
さ
れ
た
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
第
一
論
一
○
二
頁
参
照
）
。
さ
い
ご
に
考
察
す
る
。

沖
大
法
学
第
十
三
号

適
用
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斥
Ｉ
不
真
正
連
帯
債
務
論

三一一



Ｙ
会
社
が
ｘ
に
対
し
て
見
舞
金
慰
籍
料
等
を
交
付
し
て
示
談
し
た
（
引
用
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
を
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
打
つ
。
以
下
の

大
審
院
判
例
に
つ
い
て
も
同
様
に
す
る
）
。

判
決
は
、
「
各
船
長
ノ
責
二
任
ス
ヘ
キ
債
務
ハ
民
法
第
七
一
九
条
第
一
項
二
依
り
連
帯
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
各
船
舶
所
有
者
モ
亦
各
船
長
ノ
責

任
ト
同
シ
ク
連
帯
債
務
ヲ
負
担
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
ま
た
「
民
法
第
三
編
第
一
章
債
権
ノ
総
則
へ
各
種
ノ
債
権
二
通
ス
ル
一
般
ノ
法

則
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
不
法
行
為
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
債
権
卜
錐
モ
、
特
二
反
対
ノ
規
定
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
其
性
質
ノ
許
ス
限
り
之

ヲ
適
用
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
共
同
不
法
行
為
ニ
因
り
連
帯
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
数
人
中
、
其
一
人
二
対
ス
ル
債
務
免

除
ノ
効
カ
ニ
関
シ
テ
ハ
、
不
法
行
為
二
特
別
ナ
ル
規
定
存
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
且
性
質
上
民
法
第
四
三
七
条
ノ
適
用
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ

ル
ヲ
以
テ
、
原
院
力
本
件
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
適
用
シ
タ
ル
ハ
違
法
二
非
ス
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
・
Ｘ
間
の
示
談
に
関
し
て
、
「
｜
切
ノ
損

害
ヲ
何
人
二
対
シ
テ
モ
請
求
セ
サ
ル
旨
趣
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
に
過
失
（
責
任
）
が
あ
る
か
不
明
の
と
き
に
、
Ｙ
・
Ｚ
協

議
の
う
え
Ｙ
が
Ｘ
と
の
交
渉
を
し
た
結
果
の
示
談
で
あ
り
、
Ｚ
に
対
し
て
も
Ｘ
は
請
求
権
が
な
い
、
と
い
う
Ｚ
の
主
張
に
対
し
て
、
「
示
談

ニ
因
り
Ｚ
ノ
債
務
ヲ
免
除
シ
タ
ル
事
実
ヲ
認
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
証
拠
ナ
ク
、
却
テ
：
．
…
示
談
ハ
単
二
Ｙ
ノ
為
メ
ニ
ノ
ミ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と

Ｚ
の
、
「
債
権
総
則
ノ
規
定
ハ
当
然
不
法
行
為
二
原
因
ス
ル
債
権
二
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ァ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
原
判
決
ハ
法
則
ヲ
不
当

二
適
用
シ
タ
ル
違
法
ア
ル
モ
ノ
」
と
の
上
告
理
由
に
対
し
て
、
判
旨
は
、
共
同
不
法
行
為
に
連
帯
債
務
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
、
明
言

（
肥
）

す
る
。
た
だ
、
事
案
で
は
、
示
談
に
お
け
る
意
思
解
釈
が
争
点
の
一
つ
で
あ
り
、
Ｚ
に
対
す
る
債
務
の
免
除
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ｙ
に
対
す
る

免
除
の
み
を
認
定
し
た
。
原
院
の
「
民
法
第
四
三
七
条
ニ
依
り
Ｙ
ノ
負
担
部
分
二
付
キ
被
告
Ｚ
ノ
利
益
ノ
為
〆
一
一
免
除
ノ
効
カ
ヲ
生
ス
」
と

す
る
判
断
は
適
法
で
あ
り
、
民
法
四
三
七
条
の
法
意
と
合
致
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
Ｚ
は
自
己
の
負
担
部
分
と
し
て
、
Ｘ
の
損

認
定
し
た
。好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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害
額
Ｉ
そ
の
額
お
よ
び
Ｙ
の
支
払
い
額
も
不
明
ｌ
の
半
分
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
．

と
こ
ろ
で
、
学
説
に
お
い
て
は
、
共
同
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
は
、
「
各
自
連
帯
ニ
テ
其
賠
償
ノ
責
二
任
ス
」
（
民
法
七
一
九

条
）
と
い
う
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
総
則
中
に
規
定
さ
れ
る
連
帯
債
務
（
民
法
四
一
一
一
一
一
条
以
下
）
で
は
な
く
、
通
常
は
不
真
正
連
帯

（
皿
）

債
務
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
真
正
連
帯
債
務
に
は
連
帯
債
務
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
多
数
説
で
あ
る
。
》
」
の
よ

う
な
不
真
正
連
帯
債
務
論
の
根
拠
と
し
て
、
共
同
不
法
行
為
の
性
質
と
、
被
害
者
保
護
の
要
請
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
契
約
上
の
連
帯
債
務
に
お
い
て
は
、
複
数
債
務
者
間
に
給
付
実
現
（
債
務
履
行
）
に
向
け
ら
れ
た
主
観
的
共
同
目
的
に
基
づ
く
緊

密
な
関
係
が
あ
る
が
、
共
同
不
法
行
為
者
間
に
は
、
必
ず
し
も
、
給
付
実
現
へ
向
け
ら
れ
た
主
観
的
共
同
目
的
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ

し
て
連
帯
債
務
に
お
い
て
は
、
債
権
の
効
力
を
維
持
す
る
請
求
の
場
合
（
民
法
四
三
四
条
）
を
除
い
て
、
更
改
。
相
殺
。
免
除
・
混
同
。
時

効
の
場
合
（
民
法
四
三
五
条
な
い
し
四
三
九
条
）
は
、
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
由
が
他
の
債
務
者
に
も
絶
対
的
効
力
を
及
ぼ
す

こ
と
で
債
権
の
効
力
を
弱
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
、
連
帯
債
務
規
定
の
共
同
不
法
行
為
へ
の
適
用
は
、
総
体
的
に
被
害
者
（
債
権
者
）

保
護
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
監
督
義
務
者
と
代
理
監
督
者
（
民
法
七
一
四
条
）
、
使
用
者
と
被
用
者
（
民
法
七
一
五
条
）
な
ど
の

責
任
が
不
真
正
連
帯
債
務
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
場
合
よ
り
も
、
共
同
不
法
行
為
の
被
害
者
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
多
数
説
（
不
真
正
連
帯
債
務
論
）
に
お
い
て
は
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
被
害
者
（
債
権
者
）
保
護
の
実
現
の
貫
徹
の
た
め
に
、

損
害
賠
償
債
務
Ⅱ
不
真
正
連
帯
債
務
と
解
す
る
こ
と
で
連
帯
債
務
と
峻
別
し
、
請
求
の
場
合
を
も
含
め
て
、
連
帯
債
務
の
様
々
な
絶
対
的
効

力
（
民
法
四
三
四
条
な
い
し
四
三
九
条
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
皿
）

そ
し
て
、
以
上
の
学
説
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
判
決
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

②
大
審
院
昭
和
一
一
一
年
六
月
一
一
一
○
曰
判
決
（
民
集
一
六
巻
一
九
号
一
二
八
五
頁
）
は
、
被
用
者
の
手
形
支
払
保
証
に
か
ら
む
不
法
行
為
責

沖
大
法
学
第
十
三
号
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任
と
、
そ
の
使
用
者
と
の
責
任
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
。

判
決
は
、
民
法
七
一
五
条
に
よ
る
使
用
者
の
賠
償
債
務
と
、
民
法
七
○
九
条
に
よ
る
直
接
の
加
害
者
（
被
用
者
）
の
賠
償
債
務
と
は
、

「
別
個
ノ
債
務
一
一
シ
テ
連
帯
債
務
二
非
ス
。
唯
、
被
害
者
ハ
被
用
者
使
用
者
ノ
何
レ
ニ
対
シ
テ
モ
損
害
ノ
賠
償
ヲ
求
〆
得
ル
関
係
上
、
其
ノ

内
一
人
ノ
賠
償
債
務
履
行
ニ
依
り
両
者
ノ
債
務
ノ
消
滅
ヲ
来
ス
ニ
過
キ
ス
シ
テ
、
被
用
者
ノ
債
務
二
付
消
滅
時
効
完
成
ス
ル
モ
、
之
ヵ
為
一
一

使
用
者
ノ
債
務
二
影
響
セ
ス
、
又
使
用
者
ノ
債
務
ノ
消
滅
時
効
期
間
ハ
、
之
卜
相
関
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
別
個
二
進
行
ス
ル
モ
ノ
ト
倣
サ
サ
ル
ヲ

得
ス
」
と
い
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
「
被
害
者
ハ
被
用
者
二
付
加
害
者
及
損
害
ノ
事
実
ヲ
知
ル
モ
、
被
用
関
係
及
使
用
者
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
使

用
者
二
対
シ
請
求
ヲ
為
シ
得
サ
ル
一
一
拘
ラ
ス
、
之
二
対
シ
短
期
消
滅
時
効
ノ
進
行
ヲ
開
始
ス
ヘ
ク
、
法
律
ヵ
特
二
使
用
者
二
対
ス
ル
賠
償
請

求
権
ヲ
認
メ
タ
ル
趣
旨
ヲ
没
却
ス
ル
ー
ー
至
ル
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
使
用
者
に
対
す
る
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
の
起
算
点
を
確
定
す

べ
く
、
原
判
決
ｌ
被
用
者
に
対
す
る
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
の
で
、
使
用
者
に
対
す
る
請
求
権
も
ま
た
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
断
定

こ
の
判
決
は
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
責
任
関
係
に
お
い
て
、
時
効
は
相
対
的
効
力
を
有
す
る
と
す
る
が
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
、

時
効
の
絶
対
的
効
力
（
民
法
四
三
九
条
）
の
適
否
が
直
接
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
加
害
者
（
被
用
者
）
及
び
損
害
の
事
実
を
知
っ
て

も
、
「
被
用
関
係
及
使
用
者
」
を
覚
知
し
て
は
じ
め
て
使
用
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
、
短
期
消
滅
時
効
制
度

（
胆
）

（
民
法
七
二
四
条
）
に
お
け
る
被
害
者
保
護
の
趣
旨
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
用
者
の
債
務
は
時
効
消
滅
し
た
が
、
使
用

者
の
債
務
が
い
ま
だ
時
効
期
間
満
了
し
て
い
な
い
場
合
に
、
被
用
者
の
債
務
の
時
効
消
滅
が
使
用
者
の
債
務
に
及
ぼ
す
影
響
を
論
ず
る
こ
と

で
、
は
じ
め
て
、
民
法
四
三
九
条
の
適
用
の
可
否
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
最
高
裁
昭
和
四
五
年
四
月
二
一
曰
判
決
（
判
例
時
報
五
九
五
号
五
四
頁
）
は
、
交
通
事
故
の
加
害
者
（
被
用
者
）
と
、
そ
の
使
用
者
と

べ
く
、
原
判
決
ｌ
被
用
者
に
対
一

し
た
も
の
ｌ
を
破
棄
差
戻
し
た
．

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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④
最
高
裁
昭
和
四
八
年
一
月
一
一
一
○
日
判
決
（
判
例
時
報
六
九
五
号
六
四
頁
）
は
、
運
行
供
用
者
責
任
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
三
条
）

を
負
う
複
数
の
者
の
一
方
に
つ
い
て
、
債
権
者
が
相
続
し
た
場
合
の
、
民
法
四
三
八
条
（
混
同
の
絶
対
的
効
力
）
適
用
に
関
す
る
事
案
で
あ

る
。
被
害
者
ｘ
の
両
親
、
、
（
運
行
供
用
者
）
が
、
友
人
Ｙ
（
運
行
供
用
者
）
か
ら
借
り
た
自
動
車
を
被
用
者
Ｍ
に
運
転
さ
せ
て
の
家
族
ド

ラ
イ
ブ
中
に
、
Ｍ
の
自
損
行
為
に
よ
り
、
Ｘ
は
負
傷
し
、
、
ｎ
は
死
亡
（
Ｘ
が
相
続
）
し
た
。

判
決
は
述
べ
る
。
「
Ｙ
と
と
も
に
、
囚
、
夫
婦
も
ま
た
運
行
供
用
者
の
地
位
に
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
の
運
行
供
用
者
と
し
て
の
責
任
は
、

各
自
の
立
場
に
お
い
て
別
個
に
生
じ
、
た
だ
同
一
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
る
限
度
に
お
い
て
関
連
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
不
真
正
連
帯
の
関
係
に
立
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
不
真
正
連
帯
債
務
の
債
務
者
相
互
間
に
は
右
の
限
度
以
上
の
関
連
性
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
を
満
足
さ
せ
る
事
由
以
外
に
は
、
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
項
は
他
の
債
務
者
に
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
不
真
正
連
帯
債
務
に
は
連
帯
債
務
に
関
す
る
民
法
四
三
八
条
の
規
定
の
適
用
は
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

判
決
は
、
「
被
用
者
の
責
任
と
使
用
者
の
責
任
と
は
、
い
わ
ゆ
る
不
真
正
連
帯
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
不
真
正
連
帯
債
務
の
場
合
に
は
債

務
は
別
々
に
存
在
す
る
か
ら
、
そ
の
一
人
の
債
務
に
つ
い
て
和
解
等
が
さ
れ
て
も
、
現
実
の
弁
済
が
な
い
か
ぎ
り
、
他
の
債
務
に
つ
い
て
は

影
響
が
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
②
判
決
）
」
と
判
示
し
た
。

具
体
的
事
案
お
よ
び
適
用
条
文
が
、
②
判
決
（
手
形
支
払
保
証
に
か
ら
む
責
任
に
つ
い
て
の
民
法
四
三
九
条
）
と
は
異
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
先
例
と
し
て
引
用
し
つ
つ
、
交
通
事
故
の
被
害
者
と
加
害
者
（
被
用
者
）
と
の
和
解
（
債
務
の
一
部
免
除
）
に
つ
い
て
、
民
法
四
三

七
条
適
用
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
不
真
正
連
帯
債
務
で
あ
る
が
ゆ
え
に
連
帯
債
務
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例

（
Ⅳ
）

の
態
度
に
は
、
批
判
が
強
い
。

（
焔
）

の
責
任
に
関
し
て
の
事
案
で
あ
ｚ
句
。
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当
で
あ
る
。
」

し
か
し
本
事
案
は
、
複
数
の
原
因
者
に
よ
る
共
同
不
法
行
為
と
は
目
さ
れ
な
い
。
単
一
の
自
損
事
故
に
起
因
し
て
、
自
賠
法
上
の
運
行
供

（
旭
）

用
者
責
任
を
負
う
債
務
者
が
複
数
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
連
帯
債
務
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
運
行
供
用
者

責
任
を
認
め
る
自
賠
法
の
保
障
法
と
し
て
の
理
念
、
お
よ
び
迅
速
な
被
害
者
（
債
権
者
）
保
護
の
観
点
か
ら
、
民
法
四
三
八
条
の
適
用
を
否

（
四
）

定
し
、
相
対
的
効
力
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
③
判
決
は
い
ま
だ
現
実
の
弁
済
が
な
さ
れ
て
い
な
い
和
解
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
っ
た
が
、
現
実
の
弁
済
が
な
さ
れ
た
事
案

に
つ
い
て
、
次
の
判
決
で
最
高
裁
の
態
度
が
明
ら
か
と
な
る
。

⑤
最
高
裁
昭
和
四
八
年
二
月
一
六
日
判
決
（
民
集
二
七
巻
一
号
九
九
頁
）
は
、
道
路
横
断
中
の
被
害
者
Ｘ
の
過
失
と
、
接
触
し
た
路
面
電

車
の
運
転
者
Ｍ
（
使
用
者
Ｚ
）
の
過
失
、
お
よ
び
信
号
機
設
置
（
道
路
管
理
者
Ｙ
）
の
瑠
疵
と
の
競
合
に
よ
り
発
生
し
た
事
故
に
関
す
る
、

Ｙ
お
よ
び
Ｚ
の
責
任
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
る
。
な
お
一
審
で
は
、
「
事
故
の
原
因
は
主
と
し
て
本
件
信
号
機
設
置
の
瑠
疵
に
あ
り
、
共
同

不
法
行
為
と
し
て
も
む
し
ろ
Ｙ
の
負
担
部
分
が
大
き
い
」
こ
と
、
過
失
相
殺
後
の
Ｘ
の
損
害
額
が
九
五
万
円
（
一
万
円
未
満
省
略
ｌ
筆
者
）

で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
訴
訟
上
の
和
解
に
基
づ
き
、
Ｘ
が
Ｚ
よ
り
一
五
万
円
の
弁
済
を
現
実
に
受
け
て
損
害
額
の
一
部
に
充
当
し
た
こ
と
が

認
定
さ
れ
、
Ｙ
に
対
し
て
八
○
万
円
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
た
二
審
の
判
断
は
二
審
で
も
維
持
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
）
。

こ
の
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
Ｙ
・
Ｚ
を
共
同
被
告
と
し
て
本
訴
提
起
し
た
Ｘ
と
、
Ｚ
と
の
間
で
、
「
（
ご
Ｚ
は
、
Ｘ
に
対
し
本
件

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
し
て
金
一
五
万
円
の
支
払
義
務
あ
る
こ
と
を
認
め
、
右
金
員
を
…
：
。
支
払
う
。
（
一
一
）
Ｘ
は
、
そ
の
余
の
請

求
を
放
棄
す
る
。
（
三
）
Ｘ
、
Ｚ
間
に
は
本
件
交
通
事
故
に
つ
き
本
和
解
条
項
の
他
何
ら
の
債
権
債
務
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
当
事
者
相
互

に
確
認
す
る
」
と
い
っ
た
内
容
の
、
「
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
た
こ
と
、
し
か
し
Ｙ
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
後
も
本
訴
が
そ
の
ま
ま
維
持
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と
こ
ろ
で
判
決
は
、
①
判
決
と
の
判
例
抵
触
、
す
な
わ
ち
民
法
四
三
七
条
適
用
を
主
張
す
る
Ｙ
の
上
告
理
由
に
正
面
か
ら
答
え
て
い

（
即
）

な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
判
例
変
更
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
当
事
者
意
思
に
基
づ
い
て
判
断
を
な
す
こ
と
が
充
分
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
連
帯
債
務
で
は
な
い
か
ら
和
解
は
絶
対
的
効
力
を
有
し
な
い
と
い
う
の
は
、
補
充
的
意
味
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
本
判
決

が
「
個
別
的
な
意
思
解
釈
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
保
護
に
重
点
を
置
き
つ
つ
将
来
に
お
け
る
柔
軟
な
解
決
の
余
地
を

（
配
）

残
し
て
い
る
点
は
極
め
て
妥
当
だ
」
と
の
評
価
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
Ｘ
ｏ
Ｚ
間
の
和
解
（
免
除
）
に
関
し
て
は
、
負
担
部
分
の
大
小
に
よ
っ
て
区
別
し
て
構
成
す
る
考
え
方
が
あ

（
調
）

ろ
。
す
な
わ
ち
、
負
担
部
分
が
小
さ
い
Ｚ
に
つ
い
て
の
免
除
の
場
〈
ロ
、
免
除
を
受
け
な
い
Ｙ
が
自
己
の
負
担
部
分
を
立
証
で
き
な
い
と
き
は

Ｘ
の
請
求
は
全
額
認
容
さ
れ
る
が
、
Ｙ
が
自
己
の
負
担
部
分
を
立
証
で
き
た
と
き
は
負
担
部
分
の
み
Ｘ
の
請
求
が
認
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
本

件
で
は
、
負
担
部
分
が
小
さ
い
Ｚ
に
つ
い
て
の
免
除
な
の
で
、
自
己
の
負
担
部
分
を
立
証
で
き
な
い
Ｙ
に
対
し
て
は
全
損
害
額
九
五
万
円
の

賠
償
を
命
ず
べ
き
だ
が
、
た
だ
、
一
部
免
除
で
あ
る
の
で
、
「
Ｚ
の
支
払
っ
た
一
五
万
円
を
損
益
相
殺
し
た
残
り
の
部
分
の
賠
償
義
務
を
課

（
別
）

し
た
」
し
」
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
卯
）

示
す
Ｚ
》
。

さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
事
実
関
係
を
認
め
た
。
そ
し
て
判
旨
は
、
「
Ｘ
は
右
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
っ
て
Ｚ
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
み
相
対
的
に
そ
の
余
の
損
害
賠
償
債
務
の
支
払
を
求
め
な
い
趣
旨
の
約
定
を
結
ん
だ
も
の
に
す
ぎ
ず
、
Ｙ
に
対
す
る
関
係
で
は
、

本
訴
請
求
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
意
思
で
あ
っ
た
」
と
、
当
事
者
意
思
を
解
釈
し
た
。
し
か
も
続
け
て
、
民
法
七
一
五
条
に
よ
る
「
Ｚ
の
Ｘ

ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
務
と
、
国
家
賠
償
法
三
条
一
項
、
二
条
一
項
に
よ
り
責
に
任
ず
べ
き
Ｙ
の
損
害
賠
償
債
務
と
は
、
連
帯
債
務
の
関

係
に
あ
る
と
は
解
さ
れ
な
い
か
ら
、
右
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
る
債
務
の
免
除
は
、
Ｙ
の
右
賠
償
義
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
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あ
る
い
は
、
示
談
書
の
権
利
放
棄
条
項
は
債
務
免
除
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
、
単
な
る
不
訴
求
特
約
と
解
す
べ
き
で
、
他
の
債
務
者
に

（
器
）

は
依
然
と
し
て
全
額
請
求
で
き
る
と
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
Ｘ
の
意
思
を
推
測
す
れ
ば
、
一
五
万
円
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
で
残

額
八
○
万
円
に
つ
い
て
Ｚ
に
不
訴
求
の
約
束
を
し
た
の
み
で
、
Ｙ
に
対
し
て
は
八
○
万
円
の
請
求
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
判
旨
も
、

不
訴
求
特
約
の
構
成
を
採
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
Ｘ
・
Ｚ
間
の
和
解
が
訴
訟
上
の
和
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
故
の
主
原
因
が
Ｙ
に
あ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
は
ず

（
妬
）

で
あ
る
。
そ
し
て
仮
に
、
Ｙ
・
Ｚ
間
の
過
失
割
合
が
お
よ
そ
八
五
％
（
八
一
万
円
）
対
一
五
％
（
一
四
万
円
）
だ
と
、
Ｘ
が
認
識
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
Ｘ
・
Ｚ
間
の
和
解
は
連
帯
の
免
除
（
民
法
四
四
五
条
）
で
あ
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｚ
か
ら
一
五
万
円
の
弁
済
を
受
け
て
、
残
額
八
○

万
円
を
Ｙ
に
対
し
て
請
求
し
つ
づ
け
て
い
る
と
も
、
考
え
ら
れ
る
。
現
実
の
弁
済
を
伴
う
和
解
の
趣
旨
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑥
最
高
裁
昭
和
五
七
年
一
一
一
月
四
曰
判
決
（
判
例
時
報
一
○
四
二
号
八
七
頁
）
は
、
Ｙ
か
ら
株
買
い
付
け
を
委
任
さ
れ
た
Ｘ
が
Ｚ
に
指
示
し

て
取
引
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
・
Ｚ
の
共
謀
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
Ｘ
が
主
張
し
た
事
案
で
あ
る
。

判
決
は
、
「
民
法
七
一
九
条
所
定
の
共
同
不
法
行
為
者
が
負
担
す
る
損
害
賠
償
債
務
は
、
い
わ
ゆ
る
不
真
正
連
帯
債
務
で
あ
っ
て
連
帯
債

務
で
は
な
い
か
ら
、
右
損
害
賠
償
債
務
に
つ
い
て
は
連
帯
債
務
に
関
す
る
同
法
四
三
四
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
り
（
⑤
判
決
、
④
判
決
参
照
）
、
右
の
共
同
不
法
行
為
が
行
為
者
の
共
謀
に
か
か
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
と
結
論
を
異
に
す
べ

き
理
由
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
続
け
て
、
Ｚ
に
対
す
る
「
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
は
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
損
害
賠
償
債

（
”
）

務
の
消
滅
時
効
は
中
断
し
な
い
も
の
と
し
た
原
審
の
判
断
は
結
局
正
当
」
だ
と
判
示
し
た
。

被
害
者
に
と
っ
て
有
利
と
さ
れ
る
債
権
の
効
力
を
維
持
す
る
請
求
（
民
法
四
三
四
条
）
に
つ
い
て
、
た
と
え
共
謀
共
同
不
法
行
為
で
あ
っ
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れ
て
い
る
。

近
時
の
学
説
に
お
い
て
は
、
不
真
正
連
帯
債
務
の
一
義
性
す
な
わ
ち
連
帯
債
務
規
定
の
全
面
的
排
除
に
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
不
真

正
連
帯
債
務
で
あ
っ
て
も
連
帯
債
務
規
定
の
適
用
（
準
用
な
い
し
類
推
適
用
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
が
、
有
力
に
唱
え
ら

て
も
、
連
帯
債
務
で
は
な
い
か
ら
適
用
を
排
斥
す
る
と
、
明
示
し
つ
つ
判
断
し
た
。
不
真
正
連
帯
債
務
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ

て
、
被
害
者
の
保
護
か
ら
は
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
契
約
上
の
連
帯
債
務
で
あ
れ
ば
、
複
数
債
務
者
間
に
給
付
実
現
に
向
け
ら
れ
た
主
観
的

共
同
関
係
が
あ
る
が
、
共
同
不
法
行
為
に
は
、
た
と
え
共
謀
関
係
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
加
害
行
為
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
給
付
実
現

（
羽
）

へ
向
け
ら
れ
た
共
同
関
係
で
は
な
い
、
と
い
う
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
民
法
四
三
四
条
を
適
用
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
共
同
不
法
行
為
は
連
帯
債
務
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
、
民
法
四
三
四
条
以
下
も
全
て
認
め
ざ
る
を

え
な
く
な
り
総
体
的
に
被
害
者
保
護
に
反
す
る
、
と
の
利
益
衡
量
が
働
い
て
い
る
。
連
帯
債
務
規
定
の
共
同
不
法
行
為
へ
の
』
，
入
用
に
つ
い
て

は
、
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
不
法
行
為
す
な
わ
ち
不
真
正
連
帯
債
務
で
あ
り
、
連
帯
債
務
規
定
は
全
面
的
に
排
除
さ

れ
る
、
と
い
う
判
例
理
論
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
学
説
の
多
数
説
も
判
例
理
論
を
承
認
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

（
調
）

判
例
理
論
は
多
数
説
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
共
同
不
法
行
為
の
成
立
は
、
故
意
の
共
同
、
過
失
の
共
同
、
さ
ら
に
原
因
の
客
観
的
共
同
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
広
範

二
適
用
肯
定
へ

沖
大
法
学
第
十
三
号

一くつ



（
釦
〉

囲
か
つ
段
階
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
不
真
正
連
帯
債
務
に
一
括
で
き
る
の
か
Ｌ
」
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
連
帯

債
務
自
体
が
多
様
性
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
「
共
同
不
法
行
為
に
よ
る
債
務
も
広
義
の
連
帯
債
務
に
含
ま
れ
て
お
り
、
原
則
的
に
は
民
法
四

一
一
一
一
一
条
以
下
の
条
文
の
適
用
が
あ
る
が
、
共
同
不
法
行
為
の
性
質
に
基
づ
き
、
適
用
条
文
に
修
正
が
な
さ
れ
る
と
理
解
す
れ
ば
足
り
る
」
と

（
則
）

さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
不
真
正
連
帯
債
務
と
い
う
一
種
の
中
間
命
題
な
い
し
中
間
理
論
を
実
用
的
な
概
念
Ｌ
」
し
て
は
捨
て
、
連
帯
債
務
で

（
鼬
）

な
い
ふ
い
）
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
領
域
で
債
務
者
間
の
法
律
関
係
を
決
す
る
」
と
の
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
も
、
不
真
正
連
帯
債
務
だ
か
ら
連
帯
債
務
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
不
真
正
連
帯
債
務
の
一
義
性
に
こ
だ
わ
る
多

数
説
な
い
し
判
例
理
論
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
問
題
と
な
る
事
案
に
即
し
て
、
柔
軟
な
解
決
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
記

⑥
判
決
の
判
旨
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
給
付
実
現
へ
向
け
ら
れ
た
共
同
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
過
失
共
同
不
法
行
為

に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
が
、
共
謀
共
同
不
法
行
為
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
加
害
行
為
に
関
す
る
共
謀
関
係
が
あ
れ
ば
、
加

害
共
謀
自
体
に
、
損
害
賠
償
債
務
を
負
う
べ
き
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
給
付
実
現
へ
向
け
ら
れ
た
共
同
関
係
を
肯
定
す
べ
き
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
共
同
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
「
不
真
正
連
帯
債
務
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
枠
づ
け
」
の
も
と
で
、
具
体
的
事
案

（
調
）

に
即
し
た
法
的
効
果
を
定
め
ｚ
》
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
際
し
て
、
免
除
の
絶
対
的
効
力
に
関
す
る
民
法
四
三
七
条
は
適
用
で
き
る
で
あ

単
独
不
法
行
為
に
お
い
て
好
意
同
乗
減
額
を
認
め
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
被
害
者
た
る
同
乗
者
に
も
自
己
の
損
害
に
つ
い
て
自
己
負
担

が
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
共
同
不
法
行
為
に
お
い
て
被
害
者
の
完
全
保
護
に
固
執
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
同
乗
減
額
の
影
響
に
つ
い
て
、
民
法
四
三
七
条
の
類
推
適
用
（
適
用
で
は
な
い
）
が
可
能
で

ろ
う
か
。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

一〈



あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
好
意
運
行
者
に
対
す
る
被
害
同
乗
者
の
免
除
意
思
に
基
づ
い
て
減
額
す
る
の
で
は
な
く
、
好
意
同
乗
関

係
と
い
う
客
観
的
要
素
を
基
礎
と
し
て
信
義
則
に
基
づ
い
て
減
額
二
部
減
額
）
す
る
の
で
あ
り
、
減
額
の
結
果
は
、
好
意
運
行
者
に
対
す

る
債
権
一
部
の
無
償
か
つ
一
方
的
な
消
滅
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
債
務
免
除
の
効
果
は
免
除
を
う
け
な
い
債
務
者
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
る
が
、
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
内

容
に
お
い
て
絶
対
的
効
力
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
債
権
者
の
免
除
意
思
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
論

点
と
な
る
。
そ
し
て
、
共
同
不
法
行
為
へ
の
民
法
四
三
七
条
の
類
推
適
用
の
前
提
と
し
て
、
債
権
者
（
被
害
同
乗
者
）
の
意
思
と
は
関
係
が

な
く
、
ま
た
、
債
権
者
の
完
全
保
護
す
な
わ
ち
債
権
の
効
力
維
持
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
同
時
に
、
債
務
者
（
加
害
運
行
者
）
の
利

益
に
傾
斜
す
る
こ
と
な
く
、
公
平
な
解
釈
が
可
能
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
。

な
お
、
民
法
四
三
七
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
法
行
為
責
任
の
減
額
（
減
額
率
何
割
と
い
う

場
合
）
と
、
契
約
等
に
基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
の
一
部
免
除
（
何
万
円
免
除
と
い
う
場
合
）
と
が
、
責
任
の
制
限
（
減
縮
）
と
い
う
法
的
効

果
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
同
乗
減
額
の
取
り
扱
い
を
考
察
す
る
上
で
、
連
帯
債
務
に
お

け
る
一
部
免
除
の
考
察
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注（
、
）
淡
路
剛
久
「
連
帯
債
務
の
研
究
』
二
六
○
頁
（
’
九
七
五
年
弘
文
堂
）
に
よ
れ
ば
、
起
草
者
も
、
共
同
不
法
行
為
者
が
「
各
自
連
帯
ニ
テ
」
（
民
法

七
一
九
条
）
負
担
す
る
損
害
賠
償
債
務
は
、
連
帯
債
務
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
初
期
の
判
例
は
、
立
法
者
意
思
に
忠
実
で

あ
る
と
も
い
え
る
。

（
、
）
四
宮
・
前
掲
注

沖
大
法
学
第
十
三
号（
３
）
七
六
六
頁
は
、
共
同
不
法
行
為
者
た
る
両
船
長
の
使
用
者
と
し
て
の
Ｙ
・
Ｚ
の
責
任
（
商
法
六
九
○
条
参
照
）
は
、
両
船
長

一〈｜’



（
肥
）
原
田
和
徳
「
自
動
車
事
故
と
共
同
不
法
行
為
」
［
吉
岡
進
編
］
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
３
』
’
七
七
頁
以
下
一
八
九
頁
二
九
七
二
年
日
本
評
論

社
）
参
照
。
舟
本
信
光
「
自
動
車
事
故
に
お
け
る
責
任
の
共
同
」
『
自
動
車
事
故
民
事
責
任
の
構
造
』
九
○
頁
以
下
一
○
五
頁
（
’
九
七
○
年
日
本
評

論
社
）
に
よ
れ
ば
、
同
一
圏
内
に
お
け
る
複
数
の
運
行
供
用
者
責
任
の
競
合
に
お
い
て
は
負
担
部
分
が
予
定
さ
れ
て
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
民
法
四
四

二
条
以
下
の
規
定
に
よ
る
負
担
部
分
の
求
償
を
予
定
す
る
民
法
四
三
八
条
は
、
複
数
の
運
行
供
用
者
責
任
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
適
用
さ
れ
ず
、
債
権

者
が
運
行
供
用
者
の
一
人
を
相
続
し
て
も
、
相
対
的
効
力
を
有
す
る
の
み
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
る
も
の
か
、
保
留
し

た
い
。
と
こ
ろ
で
、
最
判
昭
和
五
○
年
一
一
月
四
日
（
民
集
二
九
巻
一
○
号
一
五
○
一
頁
）
は
、
共
同
運
行
供
用
者
に
つ
き
、
直
接
的
・
顕
在
的
・
具

（
Ⅲ
）
川
島
武
宜
「
不
真
正
連
帯
債
務
ｌ
民
法
第
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
と
被
用
者
自
身
の
責
任
と
の
関
係
」
判
例
民
事
法
（
Ⅳ
）
昭
和
十
二
年
度
八

九
事
件
三
一
一
一
一
頁
以
下
（
一
九
三
八
年
初
版
、
’
九
五
四
年
復
刊
有
斐
閣
）
は
、
不
真
正
連
帯
債
務
論
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
し
て
、
②
判
決
を
評
釈

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
同
一
の
外
界
的
事
実
に
基
づ
き
不
法
行
為
を
理
由
と
し
て
数
人
が
責
任
を
負
う
場
合
に
は
各
自
損
害
全
額
を
賠
償
す
べ
く
、
そ

の
相
互
間
に
は
不
真
正
連
帯
関
係
が
存
し
、
連
帯
債
務
に
関
す
る
規
定
の
適
用
な
し
と
す
る
こ
と
が
我
国
の
通
説
」
で
あ
り
、
判
決
は
「
正
に
こ
の

通
説
に
従
え
る
も
の
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
咀
）
四
宮
・
前
掲
注
（
３
）
七
○
九
頁
、
川
島
。
前
掲
注
（
Ⅲ
）
三
一
一
六
頁
。

（
肥
）
山
口
和
男
「
不
真
正
連
帯
債
務
」
『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第
三
版
）
』
五
八
頁
二
九
八
九
年
有
斐
閣
）
が
、
判
例
時
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
事
実
関
係
や
上
告
理
由
な
ど
を
補
っ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
山
口
。
前
掲
注
（
船
）
五
九
頁
は
、
民
法
四
三
七
条
に
つ
い
て
、
「
不
真
正
連
帯
債
務
者
間
に
あ
っ
て
も
負
担
部
分
の
認
め
ら
れ
る
限
り
右
適
用
の

余
地
は
十
分
に
あ
り
、
不
真
正
連
帯
債
務
の
性
質
上
民
法
四
三
七
条
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
四
宮
・
前
掲

注
（
３
）
七
○
九
頁
は
、
「
連
帯
債
務
で
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
連
帯
債
務
に
関
す
る
規
定
は
当
然
に
は
適
用
さ
れ
な
い
）
と
い
う
意
味
で
、
不
真

正
連
帯
を
い
う
こ
と
は
、
誤
り
で
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
決
を
演
繧
的
に
導
く
の
は
、
本
末
顛
倒
で
あ
る
」
と
し
て
、
本
判

の
「
責
任
の
反
映
」
と
‐

（
田
）
徳
本
鎮
『
注
釈
民
法

九
六
四
年
岩
波
書
店
）
。

七
年
筑
摩
書
一
房
）
な
ど
。

注
（
３
）
七
○
九
頁
は
、

正
連
帯
を
い
う
こ
と
は
、

決
の
態
度
を
批
判
す
る
。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

と
し
て
連
帯
責
任
で
は
あ
る
が
、
「
共
同
不
法
行
為
そ
の
も
の
と
は
み
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

法
（
岨
）
債
権
（
、
）
』
三
一
一
八
頁
［
加
藤
一
郎
編
］
（
’
九
六
五
年
有
斐
閣
）
。
我
妻
榮
『
新
訂
債
権
総
論
』
四
四
三
頁
（
一

）
。
加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
〔
増
補
版
〕
』
二
○
六
頁
（
一
九
七
四
年
有
斐
閣
）
。
幾
代
通
「
不
法
行
為
』
一
一
一
一
五
頁
（
一
九
七

〈



（
肥
）
野
村
好
弘
「
共
同
不
法
行
為
と
示
談
の
拘
束
力
」
ジ
ュ
リ
四
二
八
号
一
一
九
頁
以
下
一
二
一
頁
（
’
九
六
九
年
）
参
照
。
な
お
、
共
同
不
法
行
為
に

お
け
る
負
担
部
分
と
は
、
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
免
除
や
求
償
の
問
題
を
処
理
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
法
技
術
で
あ
る
」
（
同
。
｜
一
二
頁
）

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
求
償
」
が
法
技
術
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
来
的
な
い
し
は
最
終
的
に
負
担
す
べ
き
責
任
部
分
を
負
担
部
分
と
し
て
と
ら
え
る

べ
き
で
あ
り
、
負
担
部
分
が
法
技
術
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
意
義
し
か
な
い
と
は
思
え
な
い
。

（
皿
）
野
村
・
前
掲
注
（
昭
）
’
一
三
頁
は
、
本
件
一
審
判
決
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
自
説
と
処
理
結
果
を
同
じ
く
す
る
判
決
例
と
し
て
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
債
務
者
た
る
被
免
除
者
Ｚ
の
現
実
の
一
部
弁
済
を
も
っ
て
、
損
益
相
殺
の
対
象
と
な
る
利
益
と
と
ら
え
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
単
に
、
｜
部

弁
済
に
よ
り
債
権
が
一
部
消
滅
し
た
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
筆
者
の
理
解
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
野
村
説
の
結
論
は
つ
ぎ
の

（
Ⅲ
）
Ｙ
が
主
張
す
る
暇
疵
不
存
在
（
無
過
失
）
が
認
め
ら
れ
る
と
、
Ｘ
は
Ｙ
に
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
皿
）
広
瀬
久
和
「
判
批
」
法
協
九
二
巻
七
号
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
一
三
四
頁
（
’
九
七
五
年
）
。
同
時
に
、
Ｙ
と
Ｚ
と
の
債
務
は
「
連
帯
債
務
の
関
係
に
あ
る

と
は
解
さ
れ
な
い
か
ら
」
と
判
決
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
「
や
や
一
般
的
な
理
由
づ
け
と
も
と
れ
る
も
の
」
と
し
て
疑
問
を
呈
示
す
る
。
な

お
、
尾
崎
三
芳
「
連
帯
債
務
・
不
真
正
連
帯
債
務
」
［
星
野
英
一
編
］
『
民
法
講
座
第
４
巻
債
権
総
論
』
一
一
○
七
頁
以
下
一
一
三
五
頁
（
一
九
八
五
年
有

体
的
な
運
行
支
配
と
、
間
接
的
・
潜
在
的
・
抽
象
的
な
運
行
支
配
と
を
区
別
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
案
の
よ
う
な
場
合
に
、
Ｙ
に
つ
き
五
割
未

満
の
、
、
、
に
つ
き
五
割
以
上
の
負
担
部
分
を
認
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
、
混
同
に
つ
い
て
は
相
対
的
効
力
と
し
つ
つ
、
求
償
段
階
で
処

理
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
山
田
卓
生
「
共
同
不
法
行
為
’
一
人
に
つ
い
て
の
混
同
ｌ
」
『
交
通
事
故
判
例
百
選
（
第
二
版
）
』
一
四
六
頁
（
’
九
七
五
年
有
斐
閣
）

は
、
「
保
険
会
社
が
被
告
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
求
償
の
問
題
は
お
き
な
い
」
と
す
る
。

（
蛆
）
淡
路
剛
久
「
不
真
正
連
帯
債
務
」
［
谷
口
知
平
・
加
藤
一
郎
編
］
『
新
版
・
判
例
演
習
民
法
３
債
権
総
論
』
’
一
七
頁
以
下
一
二
七
頁
（
一
九
八
一
一

年
有
斐
閣
）
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
と
い
う
外
部
的
原
因
（
事
件
）
に
よ
っ
て
混
同
が
生
ず
る
こ
と
で
民
法
四
三
八
条
を
適
用
す
る
の
は
被
害
者
に
酷

で
あ
る
、
と
し
て
相
対
的
効
力
と
す
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
被
害
者
保
護
優
先
の
考
慮
か
ら
、
加
害
者
間
の
衡
平
に
基
づ
く
求
償
も
否
定
す
る
（
同
．

｜
二
九
頁
）
。
な
お
、
淡
路
剛
久
「
損
害
賠
償
債
務
と
混
同
」
『
新
交
通
事
故
判
例
百
選
』
’
五
八
頁
（
一
九
八
七
年
有
斐
閣
）
を
も
参
照
。

（
卯
）
幾
代
・
前
掲
注
（
旧
）
’
’
一
一
六
頁
一
一
二
七
頁
注
（
４
）
は
、
共
同
不
法
行
為
Ⅱ
不
真
正
連
帯
債
務
に
判
例
が
傾
い
た
事
例
と
し
て
、
本
判
決
を
と
り

お
、
尾
崎
三
芳
悪

斐
閣
）
を
も
参
照
。

あ
げ
て
い
る
。

沖
大
法
学
第
十
三
号

一〈酉



よ
》
っ
に
な
る
。
負
担
部
分
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
免
除
を
受
け
な
い
他
の
共
同
不
法
行
為
者
が
負
う
の
は
、
全
部
免
除
で
あ
れ
ば
そ
の
者
の
負
担
部
分

に
つ
い
て
の
（
同
。
一
一
一
一
頁
）
、
｜
部
免
除
で
あ
れ
ば
示
談
額
（
｜
部
免
除
額
）
の
残
額
に
つ
い
て
の
（
同
。
一
二
一
一
頁
）
、
債
務
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
負
担
部
分
の
大
小
に
よ
っ
て
場
合
分
け
す
る
意
味
が
、
｜
部
免
除
に
お
い
て
は
薄
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
被
害
者
の
共
同
不
法
行
為
者
へ
の
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
負
担
部
分
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
負
担
部
分
の
問
題
は
共
同
不
法
行
為
者
間
の
求
償
の
訴
訟
で
処
理
せ
よ
と
の
、
判
断
が
あ
る
。
本
件
で
も
、
Ｙ
は
瑠
疵
の
不
存
在
（
負
担
部
分

零
）
を
主
張
・
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
｜
審
は
、
「
む
し
ろ
Ｙ
の
負
担
部
分
が
大
き
い
」
と
す
る
の
み
で
Ｙ
の
負
担
部
分
を
認
定
せ
ず
、
最
高

裁
も
瑠
疵
の
存
在
を
是
認
す
る
の
み
で
あ
る
。
負
担
部
分
を
明
言
す
る
新
潟
地
裁
判
決
・
前
掲
注
（
、
）
の
態
度
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
妬
）
淡
路
。
前
掲
注
（
Ⅱ
）
一
一
六
三
頁
以
下
は
、
免
除
を
、
民
法
四
三
七
条
が
適
用
さ
れ
る
狭
義
の
免
除
（
絶
対
的
免
除
）
と
、
適
用
さ
れ
な
い
不
訴
求

約
束
（
相
対
的
免
除
）
と
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
故
意
の
競
合
、
故
意
と
過
失
と
の
競
合
な
ど
と
類
型
化
し
、
過
失
の
競
合
に
よ
る
共
同
不
法
行
為

の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
不
訴
求
約
束
と
認
定
す
べ
き
だ
が
、
「
被
免
除
者
の
負
担
部
分
が
他
の
共
同
不
法
行
為
者
に
比
し
て
著
し
く
大
き
く
、
か
つ

そ
の
こ
と
を
被
害
者
が
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
知
る
こ
と
を
得
べ
か
り
し
で
あ
っ
た
場
合
」
は
例
外
的
に
絶
対
的
免
除
を
認
定
す
べ
き
で
あ
り
、
本

件
一
審
判
決
は
、
間
接
的
に
同
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
淡
路
剛
久
「
共
同
不
法
行
為
に
関
す
る
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
四
三
一
号
一
四
二
頁
以

下
一
四
六
頁
一
四
八
頁
注
（
犯
）
二
九
六
九
年
）
を
も
参
照
。

な
お
、
前
田
達
明
『
民
法
Ⅶ
（
不
法
行
為
法
）
』
一
八
九
頁
（
一
九
八
○
年
青
林
書
院
新
社
）
、
森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
」
一
二
五
頁
（
’

九
八
七
年
有
斐
閣
）
も
、
民
法
四
三
七
条
に
つ
い
て
同
旨
。

（
肥
）
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
第
二
版
』
二
五
四
頁
二
九
八
五
年
筑
摩
書
一
房
）
参
照
。

（
〃
）
も
っ
と
も
、
本
件
原
審
に
お
い
て
は
、
「
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
が
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
「
ま
た
、
仮
に
、
Ｙ
に
不
法

行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
が
あ
る
と
仮
定
し
て
も
」
と
、
民
法
四
三
四
条
に
つ
い
て
は
仮
定
的
に
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
肥
）
淡
路
。
前
掲
注
（
、
）
一
一
六
二
頁
は
、
民
法
四
三
四
条
は
「
債
務
者
間
の
実
体
関
係
と
し
て
緊
密
な
共
同
事
業
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
」
が
、

「
共
同
不
法
行
為
者
間
に
は
通
常
こ
の
よ
う
な
関
係
は
み
ら
れ
な
い
」
の
で
、
民
法
四
三
四
条
は
共
同
不
法
行
為
に
は
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
。

森
島
・
前
掲
注
（
妬
）
’
二
五
頁
も
同
旨
だ
が
、
「
き
わ
め
て
強
い
主
観
的
関
連
共
同
性
が
あ
る
よ
う
な
場
合
」
に
は
適
用
可
能
性
を
認
め
る
。

な
お
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義
改
訂
版
』
一
一
一
三
八
頁
（
’
九
八
七
年
創
文
社
）
は
、
共
謀
関
係
が
あ
る
場
合
は
、
「
通
常
の
連
帯
債
務
者
相
互
間

以
上
に
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
あ
る
の
で
、
請
求
を
受
け
な
い
債
務
者
に
請
求
の
中
断
効
を
及
ぼ
し
て
も
酷
で
な
い
と
し
、
民
法
四
三
四

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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大
審
院
昭
和
一
五
年
九
月
一
一
一
日
判
決
（
民
集
一
九
巻
一
一
○
号
一
七
○
一
頁
）
は
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
に
つ
い
て
民
法
四
一
一
一１

七
条
の
適
用
を
詳
細
に
論
じ
た
唯
一
の
最
上
級
審
判
決
と
思
わ
れ
る
。
事
案
は
、
Ｘ
に
対
し
て
五
万
円
の
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
Ｙ
・
Ｚ
。

Ⅲ
連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除

条
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
四
宮
・
前
掲
注
（
３
）
七
九
○
頁
は
、
「
契
約
連
帯
ほ
ど
で
は
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
」
と
し
つ
つ
、
「
債
務
者
間
に
緊
密

な
人
的
関
係
」
が
あ
る
主
観
的
共
同
不
法
行
為
に
限
り
、
債
権
強
化
機
能
を
考
慮
し
て
肯
定
し
、
前
田
・
前
掲
注
（
妬
）
’
八
八
頁
は
、
「
被
害
者
に

有
利
で
あ
り
、
ま
た
被
害
者
の
意
思
に
合
う
」
こ
と
を
根
拠
に
類
推
適
用
を
認
め
る
。

川
井
健
『
現
代
不
法
行
為
法
研
究
』
一
一
五
九
頁
一
一
六
○
頁
（
’
九
七
八
年
日
本
評
論
社
）
は
、
「
民
法
四
三
四
条
が
共
同
不
法
行
為
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
も
問
題
が
な
ど
と
し
、
当
然
適
用
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

（
別
）
川
島
・
前
掲
注
（
ｕ
）
三
一
一
四
頁
。

（
別
）
川
井
・
前
掲
注
（
肥
）
一
一
五
七
頁
に
よ
る
。
な
お
、
鈴
木
。
前
掲
注
（
肥
）
三
四
○
頁
も
同
旨
で
あ
り
、
不
真
正
連
帯
債
務
は
、
そ
の
純
粋
型
（
連

帯
債
務
規
定
が
全
面
的
に
排
除
さ
れ
る
も
の
）
か
ら
狭
義
の
連
帯
債
務
（
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
）
に
近
い
も
の
ま
で
、
「
段
階
的
に
存
す
る
」

と
い
う
。

（
別
）
川
井
一

（
胡
）
淡
路
一

（
鍋
）
四
宮
一
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判
例
理
論

川
井
。
前
掲
注
（
肥
）
二
五
八
頁
。

淡
路
。
前
掲
注
（
、
）
一
一
三
○
頁
以
下
は
、
不
真
正
連
帯
債
務
論
の
問
題
点
（
峻
別
論
）
を
、
鋭
く
批
判
す
る
。

四
宮
・
前
掲
注
（
３
）
七
八
九
頁
。

一〆
、
ベ

ン



ｎ
．
曲
（
負
担
割
合
平
等
、
各
人
一
万
二
五
○
○
円
）
の
う
ち
、
Ｙ
が
、
三
万
円
の
免
除
を
受
け
て
一
一
万
円
を
弁
済
し
、
Ｚ
ら
に
対
し
て
各

人
の
負
担
部
分
五
○
○
○
円
を
求
償
し
た
も
の
で
あ
る
（
実
際
は
、
Ｘ
が
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
連
帯
保
証
で
あ
る
が
、

四
五
八
条
に
よ
り
四
三
七
条
が
適
用
さ
れ
る
の
で
連
帯
債
務
と
し
て
考
察
す
る
。
な
お
、
Ｙ
に
つ
い
て
は
、
求
償
権
を
行
使
し
た
の
は
家
督

相
続
人
で
あ
る
が
、
同
一
人
と
し
て
考
え
て
判
決
を
適
宜
読
み
替
え
る
）
。

少
し
長
い
が
、
判
決
を
引
用
す
る
（
漢
数
字
表
記
を
改
め
た
）
。

「
Ｙ
ハ
Ｘ
ヨ
リ
本
件
金
五
万
円
ノ
保
証
債
務
中
元
金
三
万
円
及
利
息
全
部
ノ
免
除
ヲ
受
ケ
タ
ル
上
、
残
金
二
万
円
ヲ
弁
済
シ
タ
リ
ト
調
フ

ニ
在
リ
テ
、
且
本
件
保
証
ハ
保
証
人
間
二
於
テ
｜
種
ノ
連
帯
債
務
関
係
存
ス
ル
場
合
ナ
ル
カ
故
一
一
、
右
免
除
ノ
他
ノ
保
証
人
二
及
ホ
ス
効
カ

ニ
付
テ
ハ
当
然
民
法
第
四
三
七
条
二
従
フ
ヘ
ク
、
只
本
件
免
除
ハ
元
金
二
付
テ
ハ
一
部
ノ
免
除
ナ
レ
ハ
、
ソ
ノ
全
部
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
場
合

二
比
例
シ
タ
ル
割
合
一
一
於
テ
、
即
チ
金
七
五
○
○
円
ノ
限
度
二
於
テ
Ｙ
ノ
負
担
部
分
二
付
、
他
ノ
保
証
人
ノ
利
益
ノ
為
ニ
モ
ソ
ノ
効
カ
ヲ
生

シ
（
利
息
二
付
テ
ハ
全
部
ノ
免
除
ナ
レ
ハ
Ｙ
ノ
負
担
部
分
全
額
二
付
右
効
カ
ヲ
生
ス
）
、
而
シ
テ
右
ノ
如
ク
他
ノ
保
証
人
ノ
為
一
一
効
カ
ヲ
生

ス
ル
範
囲
二
於
テ
ハ
、
之
二
応
シ
テ
Ｙ
ノ
負
担
部
分
減
少
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
。
従
テ
、
免
除
ヲ
受
ケ
タ
ル
以
後
ノ
Ｙ
ノ
負
担

部
分
ハ
、
結
局
、
元
金
五
○
○
○
円
（
利
息
二
付
テ
ハ
負
担
部
分
零
二
帰
シ
、
元
金
二
付
テ
ハ
当
初
ノ
負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
ヨ
リ
右

七
五
○
○
円
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
）
ナ
ル
コ
ト
算
数
上
明
ナ
ル
ト
共
二
、
Ｙ
ハ
、
民
法
第
四
六
五
条
第
四
四
二
条
二
従
上
、
ソ
ノ
弁
済
一
一
係

ル
金
二
万
円
中
自
己
ノ
負
担
部
分
ダ
ル
右
金
五
○
○
○
円
ヲ
超
ユ
ル
残
額
金
一
万
五
○
○
○
円
二
付
、
、
外
二
名
ノ
保
証
人
二
対
シ
平
等
ノ

割
合
一
一
於
テ
之
ヵ
求
償
権
ヲ
行
使
シ
得
へ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
」

仮
に
Ｙ
に
対
す
る
全
部
免
除
で
あ
れ
ば
、
Ｙ
は
債
務
を
免
れ
、
ま
た
、
Ｙ
の
負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
に
つ
い
て
Ｚ
ら
三
名
に
も
そ
の

効
力
が
及
び
、
結
局
、
Ｚ
ら
の
連
帯
債
務
額
は
当
初
の
五
万
円
か
ら
三
万
七
五
○
○
円
に
減
縮
す
る
こ
と
に
な
る
。

好
意
同
乗
減
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に
つ
い
て
Ｚ
ら
に
五
○
○
○
円
づ
っ
求
償
で
き
る
の
は
当
然
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

額
に
同
じ
）
を
Ｚ
ら
に
対
し
て
請
求
で
き
る
の
で
は
な
く
、
自
己
負
担
額
七
五
○
○
円

を
控
除
し
た
二
万
二
五
○
○
円
を
請
求
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
．
そ
し
て
、
Ｚ
ら
一
一
一
名
が

七
五
○
○
円
（
一
一
万
二
五
○
○
円
の
三
分
の
一
）
づ
っ
分
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
三
万
円
と
い
う
一
定
額
の
免
除
を
受
け
た
Ｙ
は
、
弁
済
す
る
ま
で
の
問
は
、

二
万
円
だ
け
の
債
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
四
万
二
五
○
○
円
の
債
務
を
負
う
Ｚ
ら

と
Ｙ
と
は
、
｜
部
連
帯
の
関
係
に
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
点
を
判
決
が
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
）
。

以
上
が
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
に
関
す
る
判
例
理
論
の
帰
結
だ
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
（
１
図
参
照
）
。
な
お
、
判
決
が
「
全
部
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一
比
例

シ
タ
ル
割
合
」
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
、
民
集
判
決
要
旨
は
「
債
務
全
額
卜
免
除
額
卜

し
か
し
事
案
は
、
五
万
円
の
債
務
を
負
う
Ｙ
に
対
す
る
一
一
一
万
円
の
一
部
免
除
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
全
部
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一

比
例
シ
タ
ル
割
合
二
於
テ
…
…
Ｙ
ノ
負
担
部
分
二
付
」
き
、
絶
対
的
効
力
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
五
分
の
三
（
六
割
）
の
割
合
で
Ｙ
の
本

来
的
負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
七
五
○
○
円
の
限
度
で
、
Ｚ
ら
に
も
絶
対
的
効
力
が
及
ぶ
こ
と
で
Ｚ
ら
三
名
は
債
務

を
免
れ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
Ｙ
の
本
来
的
負
担
部
分
も
、
七
五
○
○
円
の
限
度
で
減
縮
し
て
、
五
○
○
○
円
の
負
担
部
分
と
な
る
が
、
Ｚ

ら
の
本
来
的
負
担
部
分
に
変
更
は
な
い
。
結
局
、
Ｚ
ら
の
連
帯
債
務
額
は
、
当
初
の
五
万
円
か
ら
四
万
二
五
○
○
円
に
減
縮
し
、
七
五
○
○

円
は
Ｘ
が
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
Ｙ
が
二
万
円
を
Ｘ
に
弁
済
す
れ
ば
、
負
担
部
分
五
○
○
○
円
を
超
え
る
一
万
五
○
○
○
円

に
つ
い
て
Ｚ
ら
に
五
○
○
つ
円
づ
っ
求
償
で
き
る
の
は
当
然
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
Ｘ
は
、
Ｙ
の
弁
済
に
よ
る
残
額
三
万
円
（
免
除
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西
村
説
は
、
民
法
四
三
七
条
を
免
除
債
権
者
の
「
通
例
の
意
思
を
推
測
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
」
で
あ
り
、
免
除
者
は
、
被
免
除
者
に
対

し
て
は
「
内
外
共
に
義
務
を
免
れ
し
め
ん
と
す
る
意
思
を
有
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
」
と
と
ら
え
、
そ
の
意
思
に
沿
う
た
め
に
、
「
被
免
除

者
の
負
担
部
分
だ
け
は
債
権
者
の
負
担
に
帰
せ
し
め
る
外
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
部
免
除
に
お
い
て
は
、
「
特
別
の
事
情
が
な
い

学
説
は
、
判
例
理
論
を
支
持
す
る
第
①
説
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
第
②
説
・
第
③
説
と
の
、
三
説
に
分
か
れ
る
。

第
①
説
（
有
力
説
）
の
中
で
は
、
高
木
説
が
、
「
債
権
者
・
債
務
者
（
免
除
を
受
け
た
）
の
利
益
の
い
ず
れ
に
も
偏
せ
ず
、
債
権
者
の
通

（
型
）

常
意
思
に
最
も
適
合
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
判
例
理
聿
珈
に
賛
成
す
る
。
ま
た
、
理
由
付
け
は
異
な
る
も
の
の
西
村
説
が
判
例

ノ
比
率
」
と
し
て
褐
記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
一
部
免
除
の
絶
対
効
に
つ
い
て
の
判
例
理
論
の
要
諦
と
思
わ
れ
る
が
、
免
除
率
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
判
例
理
論
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、
被
免
除
債
務
者
の
本
来
的
負
担
部
分
に
免
除
率
を
乗
じ
た
額
だ
け
、
非
免
除
債
務
者
（
被

免
除
債
務
者
以
外
の
債
務
者
）
に
も
絶
対
的
効
力
を
及
ぼ
す
。
す
な
わ
ち
、
被
免
除
債
務
者
の
債
務
は
免
除
額
だ
け
消
滅
す
る
が
、
非
免
除

債
務
者
の
債
務
は
、
被
免
除
債
務
者
の
本
来
的
負
担
部
分
に
免
除
率
を
乗
じ
た
額
だ
け
減
縮
し
、
減
縮
分
は
免
除
債
権
者
の
自
己
負
担
と
な

る
。
被
免
除
債
務
者
と
非
免
除
債
務
者
と
は
一
部
連
帯
債
務
を
負
い
、
被
免
除
債
務
者
の
負
担
部
分
は
、
本
来
的
負
担
部
分
に
免
除
率
を
乗

じ
た
額
（
免
除
債
権
者
の
自
己
負
担
額
）
だ
け
減
縮
す
る
が
、
非
免
除
債
務
者
の
負
担
部
分
に
影
響
は
な
い
。

（
弱
）

の
結
藝
稲
を
支
持
す
る
。

二
学
説

好
意
同
乗
減
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と
連
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債
務
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部
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構
成
が
妥
当
で
あ
る
。

限
り
、
免
除
額
に
比
例
し
て
の
み
そ
の
債
務
者
の
内
部
的
義
務
を
も
消
滅
せ
し
め
ん
と
す
る
意
思
を
有
す
る
の
が
通
例
」
で
あ
る
と
し
て
、

（
調
）

判
』
白
の
結
斐
畑
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
西
村
説
で
は
、
民
法
四
三
七
条
の
負
担
部
分
と
は
、
「
分
担
出
揖
額
の
意
義
」
で
は
な
く
、
「
分
担
出
損
の
割
合
の
意
義
に
解

す
」
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
分
担
出
指
割
合
」
と
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
｜
部
免
除
の
場
合
は
、
「
他
の
債
務
者
の
た
め
に
免
除
の
効

（
訂
）

力
を
生
ず
る
数
額
は
当
該
の
免
除
額
に
比
例
す
る
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
Ｙ
が
一
二
万
円
の
免
除
を
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
免
除
は
、
Ｙ

の
分
担
出
損
の
割
合
た
る
四
分
の
一
の
比
率
に
応
じ
て
Ｚ
ら
の
た
め
に
も
免
除
の
効
力
を
生
じ
、
従
っ
て
、
三
万
円
の
四
分
の
一
た
る
七
五

（
犯
）

○
○
円
だ
け
Ｚ
ら
の
債
務
が
減
少
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
判
例
理
至
覗
は
、
本
来
的
負
担
部
分
額
（
一
万
二
五
○
○
円
）
に
免
除

率
（
五
分
の
三
）
を
乗
じ
た
額
に
つ
い
て
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
が
、
西
村
説
は
、
判
例
理
論
と
結
論
は
同
じ
で
も
、
免
除
額
（
一
一
一
万
円
）

に
本
来
的
負
担
割
合
（
四
分
の
二
を
乗
じ
た
額
に
つ
い
て
絶
対
的
効
力
を
認
め
る
。

（
羽
）

も
っ
と
も
な
批
判
だ
と
思
わ
れ
な
く
も
な
い
が
、
負
担
部
分
の
意
義
に
関
し
て
判
例
理
論
を
批
判
す
る
学
説
を
い
ま
だ
み
な
い
。
し
か
し
、

負
担
部
分
を
「
分
担
出
損
額
」
と
解
す
る
か
「
分
担
出
損
の
割
合
」
と
解
す
る
か
が
、
西
村
説
の
い
う
よ
う
に
論
理
必
然
的
な
い
し
は
有
意

（
仙
）

的
に
、
民
法
四
三
七
条
の
解
釈
も
し
く
は
結
論
の
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
負
担
部
分
を
「
分
担
出
指
額
」
と
解
し
た

と
し
て
も
、
「
免
除
額
に
比
例
」
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
「
分
担
出
損
額
」
で
は
な
く
、
「
債
務
全
額
」
な
の
で
あ
り
、
判
例
理
論
の
構
成
は

十
分
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
条
文
の
文
理
上
も
、
「
分
担
出
揖
割
合
一
一
付
テ
」
免
除
額
に
比
例
し
て
絶
対
的
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
よ

（
い
）

り
も
、
「
分
担
出
損
額
二
付
一
ナ
」
免
除
率
に
比
例
し
て
絶
対
的
効
力
を
生
ず
る
と
解
す
る
の
が
、
素
直
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
例
理
論
の

第
②
説
（
多
数
説
）
は
、
一
部
免
除
の
場
合
、
免
除
者
は
、
被
免
除
者
に
対
し
て
免
除
額
に
つ
い
て
は
請
求
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
被

沖
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免
除
者
に
対
し
て
免
除
残
額
を
、
ま
た
非
免
除
者
に
対
し
て
は
全
額
を
請
求
す
る
趣
旨
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
免
除
意
思
を
不
訴
求
約
束
と
と

（
蛇
）

ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
所
説
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
被
免
除
者
は
免
除
残
額
だ
け
の
債
務
を
負
担
し
て
い
る
の
で
、
全
額
弁
済
し
た
非
免
除

者
か
ら
自
己
の
本
来
的
負
担
部
分
額
を
求
償
さ
れ
た
被
免
除
者
が
、
免
除
者
に
不
当
利
得
を
主
張
し
て
再
求
償
（
転
償
）
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
、
絶
対
的
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
（
二
免
除
残
額
が
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
額
以
上
の
場
合
は
、
免
除
残
額
の
範
囲
内
で
求
償
額
（
本
来
的
負
担

部
分
額
）
を
そ
の
ま
ま
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
被
免
除
者
か
ら
免
除
者
へ
の
転
償
は
そ
も
そ
も
起
こ
り
え
ず
、
被
免
除
者
ぉ

（
“
）

よ
び
非
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
は
何
ら
影
響
を
受
け
な
い
一
」
と
に
な
る
。
だ
が
、
（
一
一
）
免
除
残
額
が
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分

額
よ
り
少
な
い
場
合
に
は
、
免
除
残
額
を
超
過
す
る
求
償
額
（
本
来
的
負
担
部
分
額
）
に
つ
い
て
、
被
免
除
者
か
ら
免
除
者
へ
の
転
償
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
転
償
が
生
ず
る
こ
と
を
回
避
す
る
、
す
な
わ
ち
決
済
の
簡
易
化
と
し
て
民
法
四
三
七
条
の
意
義
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
は
じ
め
て
、
そ
の
差
額
（
超
過
額
）
だ
け
、
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
額
を
減
少
さ
せ
、
他
の
債
務
者
に
も
影

判
決
の
事
案
は
、
免
除
残
額
二
万
円
が
Ｙ
の
本
来
的
負
担
部
分
額
一
万
二
五
○
○
円
を
超
え
て
い
る
の
で
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
（
こ
の

場
合
に
該
当
し
、
Ｙ
は
債
務
二
万
円
（
負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
）
を
負
い
、
Ｚ
ら
は
、
依
然
と
し
て
各
自
が
債
務
五
万
円
（
負
担
部
分

一
万
二
五
○
○
円
）
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
二
万
円
を
弁
済
し
た
Ｙ
は
、
自
己
の
負
担
部
分
を
超
え
る
七
五
○
○
円
に
っ

（
媚
）

い
て
、
一
一
五
○
○
円
づ
っ
し
か
Ｚ
ら
に
求
償
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
判
例
理
論
を
妥
当
で
は
な
い
と
批
判
す
る
多
数
説
に
お
い
て
は
、
民

法
四
三
七
条
の
一
部
免
除
は
、
被
免
除
者
に
対
す
る
不
訴
求
約
束
と
し
て
の
意
味
し
か
な
く
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
、
債
権
者
の
通

（
妬
）

常
の
意
思
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
債
権
の
効
力
を
弱
め
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
価
値
判
断
に
一
致
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
蝿
）

響
す
る
、
と
い
う
。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
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一
部
免
除
（
民
法
四
三
七
条
）
に
関
し
て
展
開
さ
れ
る
学
説
の
第
①
説
な
い
し
第
③
説
は
、
い
ず
れ
も
、
債
権
者
の
一
部
免
除
の
意
思
を
、

そ
れ
ぞ
れ
自
説
の
主
張
す
る
内
容
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妥
当
な
結
論
を
導
き
う
る
と

第
③
説
（
少
数
説
）
は
、
法
律
関
係
の
簡
易
決
済
の
趣
旨
か
ら
、
｜
部
免
除
も
、
全
部
免
除
と
同
様
に
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
の
限
度

（
仰
）

ま
で
、
免
除
額
に
つ
い
て
絶
対
的
効
力
が
生
ず
る
べ
き
だ
と
し
て
、
判
例
理
論
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
柚
木
説
で
は
、
被
免
除
者
の
負
担

部
分
の
限
度
ま
で
非
免
除
者
の
債
務
も
減
縮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
被
免
除
者
の
負
担
部
分
も
零
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
以
上
の
免
除
が
あ
れ
ば
、
一
部
免
除
も
全
部
免
除
も
同
じ
結
果
に
な
る
。

判
決
の
事
案
を
柚
木
説
で
解
決
す
る
と
、
三
万
円
の
免
除
な
の
で
、
Ｙ
の
負
担
部
分
は
消
滅
し
、
Ｚ
ら
に
つ
い
て
も
、
Ｙ
の
本
来
的
負
担

部
分
一
万
二
五
○
○
円
だ
け
債
務
額
が
減
縮
し
て
、
三
万
七
五
○
○
円
の
連
帯
債
務
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
一
万
円
を
弁
済
し
た
Ｙ
は
、

負
担
部
分
が
零
で
あ
る
の
で
、
Ｚ
ら
一
一
一
名
に
対
し
て
六
六
六
六
円
づ
っ
求
償
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

Ｙ
に
五
○
○
○
円
の
負
担
部
分
が
残
る
こ
と
に
な
る
判
例
理
論
は
、
「
特
に
努
力
し
て
免
除
を
受
け
た
債
務
者
は
他
の
債
務
者
に
比
し
て
何

（
組
）

等
特
別
の
利
益
を
う
け
な
い
こ
と
と
な
り
、
債
権
者
の
意
思
に
も
反
す
る
」
の
で
、
妥
当
で
は
な
い
》
」
と
に
な
る
。

な
お
、
柚
木
説
だ
と
、
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
未
満
の
免
除
で
あ
れ
ば
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
は
本
来
的
負
担
部
分
額
か
ら
免

（
網
）

除
額
だ
け
減
縮
す
る
が
、
非
免
除
者
の
負
担
部
分
に
は
影
響
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
免
除
額
が
被
免
除
者
の
負
担
部
分
の
限
度
内
で
あ
れ

（
釦
）

ば
、
常
に
、
被
免
除
者
は
免
除
額
だ
け
債
務
と
同
時
に
負
担
部
分
を
も
免
れ
、
免
除
者
は
免
除
額
だ
け
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
判
例
理
論
の
評
価

沖
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筆
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譜

妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

で
は
、
債
権
者
の
通
弩

あ
る
が
、
常
に
免
除
額
》

（
皿
）

す
る
。
そ
し
て
、
結
論
に
お
い
て
、
債
権
の
効
力
を
維
持
す
る
よ
い
）
の
と
し
て
、
免
除
債
権
者
の
利
益
（
被
免
除
債
務
者
の
不
利
益
）
に
帰
す

る
の
が
第
②
説
で
あ
り
、
そ
の
対
局
に
位
置
し
て
免
除
債
権
者
の
不
利
益
に
帰
す
る
の
が
第
③
説
で
、
第
①
説
は
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
。

筆
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
主
張
す
る
内
容
に
即
し
て
免
除
意
思
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
構
成
お
よ
び
結
論
が

で
は
、
債
権
者
の
通
常
の
免
除
意
思
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
の
限
度
に
お
い
て
で
は

あ
る
が
、
常
に
免
除
額
だ
け
自
己
負
担
す
る
も
の
と
し
て
債
権
者
が
一
部
免
除
の
行
為
を
な
す
と
い
う
の
は
、
通
常
の
意
思
解
釈
と
し
て
は

無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
第
③
説
は
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
債
権
者
が
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
と
免
除
額
と
の
割
合
を
考
慮

し
な
が
ら
一
部
免
除
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
第
①
説
の
解
釈
が
債
権
者
の
通
常
意
思
に
「
最
も
適
合
す
る
」
と
ま
で
は
い
え
な
い

と
思
わ
れ
る
。
か
え
っ
て
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
免
除
に
お
い
て
は
、
債
権
者
の
意
思
表
示
に
基
づ
く
単
独
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
相
手

方
た
る
被
免
除
者
に
対
し
て
は
免
除
残
額
し
か
請
求
し
な
い
が
、
非
免
除
者
に
対
し
て
は
全
額
を
請
求
す
る
と
解
す
る
の
が
、
免
除
債
権
者

の
通
常
意
思
に
つ
い
て
の
素
直
な
解
釈
で
あ
り
、
不
訴
求
約
束
と
と
ら
え
る
第
②
説
（
多
数
説
）
が
免
除
者
の
意
思
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
通
常
の
免
除
者
意
思
に
つ
い
て
第
①
説
の
よ
う
に
割
合
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
大
審
院
判
決
は
、
批
判
に
甘
ん
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
逆
に
、
通
常
の
免
除
者
意
思
は
不
訴
求
約
束
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
も
、
ま
た
困
難

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
訴
求
約
束
で
あ
る
と
の
認
定
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
一
部
免
除
は
不
訴
求
約
束

で
あ
る
こ
と
を
免
除
債
権
者
が
立
証
で
き
な
い
と
き
は
、
免
除
意
思
を
価
値
中
立
的
に
判
断
す
る
こ
と
で
、
免
除
債
権
者
に
い
く
ぶ
ん
か
の

不
利
益
が
及
ん
で
も
、
や
む
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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と
こ
ろ
で
、
大
審
院
判
決
は
、
免
除
債
権
者
の
意
思
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
免
除
に
あ
た
っ
て
の
債
権
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な

い
場
合
に
お
い
て
、
債
権
の
効
力
の
維
持
あ
る
い
は
弱
体
化
と
い
っ
た
価
値
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
、
免
除
債
権
者
の

意
思
に
強
い
て
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
中
立
的
・
客
観
的
に
一
部
免
除
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
木
説
（
第
①
説
）
が

い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
免
除
債
権
者
。
被
免
除
債
務
者
の
「
利
益
の
い
ず
れ
に
も
偏
せ
ず
」
に
、
公
平
。
妥
当
な
結
論
を
導
く
も

の
と
し
て
、
判
例
理
論
は
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
こ
と
に
し
た
が
え
ば
、
判
例
理
論
は
免
除
者
意
思

を
軽
視
し
て
い
る
の
で
低
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
判
決
は
、
具
体
的
事
実
の
も
と
で
、
債

権
者
の
免
除
意
思
お
よ
び
そ
の
内
容
よ
り
も
、
三
者
間
の
公
平
を
優
先
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
免

除
債
権
者
・
被
免
除
債
務
者
に
限
ら
ず
、
非
免
除
債
務
者
を
も
含
め
て
、
三
者
間
の
「
利
益
の
い
ず
れ
に
も
偏
せ
ず
」
に
、
理
論
的
。
客
観

的
に
、
公
平
・
妥
当
な
結
論
を
導
く
も
の
と
し
て
、
民
法
四
三
七
条
に
関
す
る
判
例
理
論
は
是
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
塊
〉

な
お
、
多
数
説
の
立
場
か
ら
、
判
例
理
論
は
技
巧
的
だ
と
の
批
判
が
あ
る
。
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
額
に
免
除
率
を
乗
じ
た
額
だ

け
絶
対
的
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
点
を
指
摘
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
に
は
、
い
た
っ
て
単
純
の
よ
う
に
思
え
る
。
か
え
っ
て
、
非

免
除
者
の
弁
済
。
求
償
を
経
た
被
免
除
者
の
再
求
償
に
お
い
て
、
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
額
と
免
除
残
額
（
免
除
額
で
は
な
い
）
と

の
比
較
を
お
こ
な
い
、
本
来
的
負
担
部
分
額
が
免
除
残
額
を
超
過
す
る
額
に
つ
い
て
絶
対
的
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
、
多
数
説
の
理
論
構
成

の
方
が
、
そ
の
思
考
の
過
程
に
お
い
て
技
巧
的
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
判
例
理
論
が
「
免
除
と
負
担
部
分
の
減
少
と
を
常
に
パ

（
詔
）

一
フ
レ
ル
に
解
す
る
一
」
と
は
行
過
ぎ
」
と
の
批
判
が
あ
る
。
確
か
に
判
例
理
論
で
は
、
な
に
が
し
か
の
免
除
が
あ
れ
ば
、
債
務
全
額
と
の
比
率

に
応
じ
て
、
被
免
除
者
の
「
負
担
部
分
の
減
少
」
を
招
来
す
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
免
除
意
思
に
重
き
を
置
か
ず
、
三

者
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
結
果
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
（
民
法
四
三
七
条
）
に
関
し
て
は
、
債
権
者
の
免
除
意
思
に
し
た
が
っ
て
そ
の
効
力
を
定
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
債
権
者
の
免
除
意
思
の
内
容
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
き
は
、
免
除
者
。
被
免
除
者
・
非
免
除
者
の
三
者
間
に
お
い
て
、

中
立
的
・
客
観
的
に
免
除
意
思
を
解
釈
す
る
判
例
理
論
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
。

共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
、
民
法
四
三
七
条
の
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
様
々
に
唱
え
ら
れ
る
学
説
の
中
で
、

ど
の
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

好
意
同
乗
減
額
の
共
同
不
法
行
為
へ
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
た
る
好
意
同
乗
者
Ⅱ
債
権
者
の
減
額
の
意
思
な
る
も
の
は
、
そ

も
そ
も
問
題
と
な
り
え
ず
、
好
意
同
乗
者
。
好
意
運
行
者
。
第
三
運
行
者
の
三
者
間
に
お
い
て
、
信
義
則
に
基
づ
い
て
、
最
も
公
平
と
な
る

よ
う
な
解
決
法
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
減
額
意
思
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
免
除
債
権
者
。
被
免
除
債

務
者
・
非
免
除
債
務
者
間
に
お
い
て
、
客
観
的
・
中
立
的
に
理
論
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
判
例
理
論
（
学
説
中
の
第
①

説
Ⅱ
有
力
説
）
を
も
っ
て
類
推
適
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
“
）

筆
者
は
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
私
見
（
一
部
制
限
説
）
を
展
開
し
た
。

好
意
同
乗
者
と
好
意
運
行
者
と
の
好
意
同
乗
関
係
に
基
づ
い
て
、
一
定
割
合
の
減
額
を
す
べ
き
場
合
、
好
意
運
行
者
お
よ
び
第
三
運
行
者

の
債
務
は
、
好
意
運
行
者
の
本
来
的
負
担
部
分
に
減
額
率
を
乗
じ
た
額
だ
け
減
縮
し
、
減
縮
分
は
好
意
同
乗
者
の
自
己
負
担
と
な
る
。
そ
し

て
、
好
意
運
行
者
と
第
三
運
行
者
と
は
全
部
連
帯
責
任
を
負
い
、
好
意
運
行
者
の
負
担
部
分
は
、
本
来
的
負
担
部
分
に
対
し
て
減
額
率
を
乗

四
好
意
同
乗
減
額
へ
の
類
推
適
用

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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じ
た
額
（
好
意
同
乗
者
の
自
己
負
担
額
）
だ
け
減
縮
す
る
が
、
第
三
運
行
者
の
負
担
部
分
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
｜
部
免
除
に
関
す
る
判
例
理
論
の
構
成
と
、
好
意
同
乗
減
額
に
関
す
る
一
部
制
限
説
の
理
論
構
成
と
の
相
違
は
、
被
免
除
者

（
お
よ
び
対
応
す
る
好
意
運
行
者
）
の
債
務
額
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
に
お
い
て
は
、
債
権
者
の
免
除
意
思
を
ど
う
し
て
も
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
債
権
者
・
被
免

除
者
。
非
免
除
者
の
三
者
間
で
、
い
く
ら
価
値
中
立
的
に
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
｜
定
額
の
免
除
で
あ
る
以
上
、
免
除
額
を
債
権
者
が
自
己

負
担
し
、
免
除
残
額
が
被
免
除
者
の
債
務
額
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
〈
免
除
す
る
（
免
除
し
た
）
〉
と
い
う
事
実
（
許
曰
）
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
の
と
、
免
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
免
除
し
た

く
も
な
い
）
が
〈
免
除
す
べ
き
だ
〉
と
い
う
、
当
為
Ｓ
・
］
」
の
ロ
）
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
の
と
で
は
、
同
じ
く
免
除
で
あ
っ
て
も
、
〈
免
除

の
効
果
〉
に
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
債
権
者
と
債
務
者
（
被
免
除
者
）
と
の
間
に
存
在
す
る
特
殊
な
関
係
か
ら
、
債
権
者
が
一
定
の
割
合
二
定
率
）
で
免
除
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
額
に
つ
い
て
も
、
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
に
対
し
て
の
み
免
除
の
効
果
を
考
慮

し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
一
定
額
の
免
除
で
あ
る
と
し
て
も
、
免
除
額
は
債
務
額
と
無
関
係
に
存
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
は
債
権
者
と
被
免
除
者
と
の
二
者
の
相
関
的
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
債
務
全
額
に
対
す
る
免
除
額
の
比
率
（
一
定

（
弱
）

率
）
で
も
っ
て
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
を
媒
介
に
し
て
債
務
額
に
影
響
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
被
免
除
者

の
本
来
的
負
担
部
分
に
対
し
て
一
定
率
（
免
除
率
）
を
乗
じ
た
額
だ
け
を
債
権
者
は
自
己
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
残
額
が
被
免
除
者
の

債
務
額
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
債
権
者
と
被
免
除
者
と
の
人
的
・
内
部
的
関
係
に
お
い
て
の
み
免
除
を
取
り
扱
う
ｌ
債
権
者
と
特

殊
な
関
係
の
存
在
し
な
い
非
免
除
者
の
負
担
部
分
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
’
こ
と
で
、
｜
定
率
の
免
除
を
債
務
に
反
映
さ
せ
、
三
者
間
で
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公
平
・
妥
当
に
一
部
免
除
の
効
力
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
債
権
者
の
意
思
に
基
づ
く
免
除
ご
定
額
の
免
除
）
で
は
な
く
、
債
権
者
と
被
免
除
者
と
の
人
的
。
内
部
的
関
係
に
基
づ
く
免

除
（
｜
定
率
の
免
除
）
の
場
合
は
、
被
免
除
者
の
債
務
額
に
関
し
て
判
例
理
論
を
修
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
被
免
除
者
は
、
免
除

残
額
だ
け
の
債
務
を
負
う
の
で
は
な
く
、
自
己
の
本
来
的
負
担
部
分
に
免
除
率
を
乗
じ
た
額
（
免
除
者
の
自
己
負
担
額
）
を
債
務
全
額
か
ら

控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
、
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
被
免
除
者
と
非
免
除
者
と
は
全
部
連
帯
責
任
を
負
う
。

し
た
が
っ
て
、
修
正
判
例
理
論
を
要
約
す
れ
ば
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、
被
免
除
者
の
本
来
的
負
担
部
分
額
に
免

除
率
（
債
務
全
額
に
対
す
る
免
除
額
の
比
率
）
を
乗
じ
た
額
が
免
除
者
の
自
己
負
担
と
な
り
、
債
務
全
額
か
ら
免
除
者
負
担
額
を
控
除
し
た

残
額
に
つ
い
て
、
被
免
除
者
。
非
免
除
者
が
連
帯
責
任
を
負
う
。
そ
し
て
、
被
免
除
者
の
負
担
部
分
額
は
、
本
来
的
負
担
部
分
額
か
ら
免
除

者
負
担
額
を
控
除
し
た
残
額
で
あ
り
、
非
免
除
者
の
負
担
部
分
額
は
、
本
来
的
負
担
部
分
額
そ
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
Ｉ
好
意
同
乗
者
と
好
意
運
行
者
と
の
人
的
・
内
部
的
関
係
に
基
づ
く
一

定
率
の
減
額
ｌ
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
は
、
修
正
判
例
理
論
の
も
と
で
、
民
法
四
三
七
条
の
類
推
適
用
（
修
正
し
た
意
味
に
お
い
て
は
適

用
）
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

ヘヘ注
３５３４
、－、=〆

（
稲
）
西
村
・
前
掲
注
（
妬
）
九
一
頁
九
二
頁
。

一

年
、三

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

高
木
多
喜
男
『
債
権
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
三
七
一
頁
三
七
三
頁
［
林
良
平
・
石
田
喜
久
夫
。
高
木
多
喜
男
共
著
］
（
一
九
八
二
年
青
林
書
院
）
。

西
村
信
雄
「
連
帯
保
証
人
の
一
人
に
対
す
る
債
務
の
一
部
免
除
と
他
の
保
証
人
に
及
ぼ
す
効
力
」
民
商
一
三
巻
四
号
八
一
頁
以
下
九
二
頁
（
’
九
四

二
二
／
◎

壱



（
師
）
西
村
。
前
掲
注
（
別
）
八
八
頁
。
し
か
し
、
「
免
除
額
に
比
例
す
る
」
と
の
表
現
に
は
戸
惑
い
を
覚
え
る
。

（
冊
）
西
村
。
前
掲
注
（
妬
）
八
八
頁
の
論
旨
を
判
決
の
事
案
に
あ
て
は
め
た
。
負
担
部
分
を
判
例
理
論
の
よ
う
に
「
分
担
出
損
額
」
の
意
義
に
解
す
る
と
、

た
と
え
ば
、
「
Ｙ
が
一
万
二
五
○
○
円
以
上
の
免
除
を
受
け
た
と
き
は
、
Ｙ
の
分
担
出
損
額
た
る
一
万
二
五
○
○
円
に
つ
い
て
Ｚ
ら
の
た
め
に
免
除
の

効
力
を
生
ず
る
。
即
ち
、
Ｙ
が
全
額
五
万
円
の
免
除
を
得
た
場
合
と
同
じ
結
果
に
な
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
免
除
額
が
被
免
除
者
の
「
分
担
出
損
額

と
同
額
若
く
は
こ
れ
よ
り
多
額
な
る
限
り
、
他
の
債
務
者
の
た
め
に
全
部
の
免
除
の
場
合
と
同
一
の
効
力
を
生
ず
る
」
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
第
③
説
の
結
論
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
分
担
出
損
額
」
の
意
義
に
解
し
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
免
除
を
受

け
る
た
め
に
努
力
し
た
債
務
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
導
か
れ
る
結
論
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
胡
）
椿
寿
夫
『
注
釈
民
法
（
Ⅱ
）
債
権
（
２
）
』
二
五
頁
以
下
［
西
村
信
雄
編
］
二
九
六
五
年
有
斐
閣
）
に
よ
れ
ば
、
負
担
部
分
な
る
も
の
が
、
債

務
者
相
互
間
に
お
け
る
「
分
数
的
割
合
」
を
い
い
、
求
償
（
民
法
四
四
二
条
）
に
関
す
る
判
例
（
大
判
大
六
年
五
月
一
一
一
日
民
録
一
一
三
輯
八
六
三
頁
）
も

そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
本
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
判
例
理
論
が
負
担
部
分
を
分
担
出
損
額
の
意
義
に
解
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の

ま
ま
紹
介
し
つ
つ
（
同
。
九
六
頁
）
、
西
村
説
に
つ
い
て
は
、
「
説
明
の
仕
方
は
と
も
か
く
と
し
て
」
と
か
「
判
例
と
同
じ
計
算
で
」
と
注
釈
す
る

（
同
。
九
七
頁
）
。
「
分
数
的
割
合
」
か
否
か
に
重
要
性
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
判
例
が
負
担
部
分
を
「
分
数
的
割
合
」
と
解
し

て
い
る
と
い
う
の
も
、
正
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
妻
。
前
掲
注
（
田
）
四
三
一
頁
四
一
一
一
一
一
一
頁
は
雨
民
法
四
四
二
条
に
関
し
て
、
一
部
弁
済
に
よ
り
共
同
免
責
を
え
た
連
帯
債
務
者
が
求

償
権
を
行
使
す
る
に
は
自
己
の
負
担
部
分
額
を
超
え
て
出
損
し
た
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
有
力
説
は
、
負
担
部
分
な
る
も
の
を
、
対
内
関
係
に
お
け
る

自
己
の
債
務
す
な
わ
ち
「
一
定
の
債
務
額
」
と
と
ら
え
て
い
る
た
め
だ
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
「
い
や
し
く
も
共
同
の
免
責
を
え
た
と
き
」
は
、
出

損
額
が
少
額
で
あ
っ
て
も
、
出
損
額
の
。
定
の
割
合
」
に
つ
い
て
求
償
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
本
件
判
例
理
論
を
、
負
担
部
分
を

．
定
の
債
務
額
」
と
解
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
判
例
理
論
は
負
担
部
分
を
負
担
割
合
の
意
義
に
解
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
（
「
全
額
五
万
円
の
免
除
で
あ
れ
ば
そ
の
四
分
の
一
だ
が
、
三
万
円
の
免
除
だ
か
ら
、
そ
の
四
分
の
一
に
当
る
」
七
五
○
○
円
）
と
の
前
提

で
と
ら
え
て
い
る
（
同
。
四
一
九
頁
）
の
で
、
西
村
説
の
よ
う
に
、
負
担
部
分
を
。
定
の
債
務
額
」
と
解
し
て
い
る
と
し
て
判
例
理
論
を
批
判
す
る

こ
と
は
し
な
い
（
同
。
四
二
一
頁
以
下
）
。
す
る
と
、
我
妻
説
か
ら
は
、
西
村
説
は
ま
と
は
ず
れ
で
あ
り
、
前
記
の
判
決
要
旨
掲
記
は
誤
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
負
担
部
分
の
意
義
に
関
す
る
判
旨
へ
の
理
解
は
、
西
村
説
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
淡
路
・
前
掲
注
（
、
）
’
七
頁
以
下
は
、
連
帯
債
務
に
お
け
る
絶
対
的
効
力
に
つ
い
て
、
負
担
部
分
型
絶
対
的
効
力
事
由
（
民
法
四
三
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六
条
二
項
、
四
三
七
条
、
四
三
九
条
等
）
と
、
｜
体
型
絶
対
的
効
力
事
由
（
民
法
四
三
四
条
、
四
三
五
条
、
四
三
八
条
等
）
と
の
一
一
種
に
区
別
し
、
前

者
に
お
け
る
負
担
部
分
を
負
担
部
分
額
の
意
義
に
解
し
て
論
述
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
判
例
理
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
紹
介
す
る
（
同
。
二
四
五
頁
）
。

な
お
、
星
野
英
一
「
民
法
概
論
Ⅲ
（
債
権
総
論
）
」
’
六
六
頁
（
’
九
七
八
年
良
書
普
及
会
）
は
、
負
担
部
分
に
は
、
「
内
部
的
に
債
務
を
負
担
し

合
う
割
合
」
（
民
法
四
四
二
条
一
項
）
と
、
「
債
務
に
右
の
割
合
を
か
け
た
額
の
意
味
」
（
民
法
四
三
六
条
二
項
、
四
三
七
条
、
四
三
九
条
）
と
の
両

義
が
あ
る
と
し
、
民
法
四
三
七
条
の
負
担
部
分
の
意
義
に
関
し
て
は
、
判
例
理
論
と
同
じ
立
場
で
あ
る
（
同
。
一
六
三
頁
）
。

（
佃
）
西
村
・
前
掲
注
（
妬
）
八
八
頁
の
論
旨
か
ら
す
る
と
、
判
旨
が
負
担
部
分
を
「
分
担
出
損
額
」
と
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
判
例
も
後
述
の
第
③
説
を

採
る
べ
き
だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
前
掲
注
（
胡
）
を
も
参
照
。

（
虹
）
連
帯
債
務
に
お
け
る
負
担
部
分
は
、
負
担
部
分
額
（
債
務
者
が
そ
れ
ぞ
れ
最
終
的
に
分
担
出
指
す
べ
き
一
定
の
責
任
額
）
と
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
注
（
胡
）
で
述
べ
た
民
法
四
四
二
条
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
有
力
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
本
来
的
負
担
部
分
額
以
下

の
少
額
で
あ
っ
て
も
、
出
損
の
た
び
に
求
償
を
認
め
る
の
は
煩
雑
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
求
償
し
た
後
で
さ
ら
に
他
の
出
損
者
か
ら
の
求
償
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
複
雑
に
過
ぎ
、
な
ん
の
た
め
の
求
償
だ
っ
た
の
か
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
合
理
性
に
欠
け
る
と
考
え
る
。
本
来

的
負
担
部
分
額
が
自
己
に
と
っ
て
の
最
終
的
負
担
額
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
満
た
な
い
額
の
出
損
で
は
求
償
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
拙
稿
。
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
八
八
頁
以
下
九
三
頁
、
第
二
論
六
八
頁
以
下
で
は
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
負
担
部
分
に
つ
い
て
も
、
債

務
者
（
共
同
加
害
者
）
が
そ
れ
ぞ
れ
最
終
的
に
分
担
す
べ
き
責
任
額
と
と
ら
え
て
い
た
。
基
本
的
に
は
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
が
、
連
帯
債
務
者
の
負
担

部
分
と
、
共
同
不
法
行
為
者
の
負
担
部
分
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
熟
考
を
要
す
る
。

（
蛆
）
野
田
良
之
「
連
帯
保
証
人
の
一
人
に
対
す
る
債
務
の
一
部
免
除
と
他
の
保
証
人
に
及
ぼ
す
其
の
影
響
」
判
例
民
事
法
（
別
）
昭
和
一
五
年
度
九
七
事

件
三
八
八
頁
以
下
二
九
四
二
年
初
版
、
一
九
五
四
年
復
刊
有
斐
閣
）
、
松
坂
佐
一
『
民
法
提
要
〔
第
三
版
。
増
補
〕
』
’
五
○
頁
（
’
九
八
一
年
有

斐
閣
）
な
ど
。
我
妻
・
前
掲
注
（
旧
）
四
二
一
頁
は
、
｜
部
免
除
の
多
く
は
非
免
除
者
に
対
し
て
「
依
然
と
し
て
全
額
を
請
求
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
と

い
い
、
淡
路
・
前
掲
注
（
、
）
二
四
三
頁
以
下
は
、
「
契
約
の
解
釈
の
問
題
に
帰
着
す
る
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
不
訴
求
約
束
を
認
定
す
べ
き
」
だ
と
い

（
蛆
）
野
田
・
前
掲
注
（
岨
）
三
九
一
頁
は
、
「
一
部
免
除
の
場
合
は
兎
に
角
債
権
者
に
対
し
て
或
る
額
（
免
除
残
額
ｌ
筆
者
）
の
債
務
を
負
担
し
て
居

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
で
は
他
（
債
権
者
に
弁
済
し
た
他
の
債
務
者
ｌ
筆
者
）
か
ら
求
償
さ
れ
て
も
債
権
者
に
対
す
る
関
係
で
不
当
利
得

》『〆。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

芒
九



（
ｕ
）
野
田
・
前
掲
注
（
岨
）
三
九
二
頁
、
我
妻
・
前
掲
注
（
⑬
）
四
二
○
頁
参
照
。
な
お
、
前
掲
注
（
胡
）
で
述
べ
た
負
担
部
分
の
意
義
に
関
し
て
い
え

ば
、
我
妻
説
も
、
民
法
四
三
七
条
の
負
担
部
分
の
意
義
を
「
｜
定
の
債
務
額
」
（
分
担
出
損
額
）
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
矛
盾
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
負
担
部
分
を
．
定
の
割
合
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
「
残
額
」
と
の
比
較
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、

免
除
額
や
「
残
額
」
そ
の
も
の
の
中
に
も
負
担
部
分
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
妬
）
我
妻
・
前
掲
注
（
田
）
四
二
○
頁
は
、
民
法
四
六
五
条
で
根
拠
づ
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。

な
お
、
第
②
説
で
は
、
判
決
の
事
案
で
た
と
え
ば
四
万
円
の
免
除
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
残
額
一
万
円
が
被
免
除
者
Ｙ
の
債
務
で
あ
り
、
同
時
に
、

負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
よ
り
少
な
い
の
で
、
そ
の
差
額
二
五
○
○
円
だ
け
、
Ｙ
の
負
担
部
分
は
減
少
し
て
一
万
円
と
な
り
、
他
の
債
務
者
Ｚ
ら
も

二
五
○
○
円
だ
け
債
務
が
減
縮
し
、
Ｚ
ら
の
債
務
額
は
四
万
七
五
○
○
円
と
な
る
（
Ｙ
の
一
万
円
の
債
務
額
と
一
部
連
帯
と
な
る
）
。
し
た
が
っ
て
、

Ｙ
が
一
万
円
を
弁
済
し
て
も
、
Ｚ
ら
に
は
求
償
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
妬
）
我
妻
・
前
掲
注
（
田
）
四
一
二
頁
参
照
。

（
〃
）
柚
木
馨
「
判
例
債
権
法
総
論
下
巻
』
二
九
頁
以
下
三
○
頁
（
’
九
五
一
年
初
版
、
一
九
五
五
年
再
版
有
斐
閣
）
。
な
お
、
判
例
理
論
に
対
し
て
は
、

免
除
の
絶
対
的
効
力
を
、
非
免
除
債
務
者
の
「
債
務
の
減
縮
を
こ
え
て
そ
の
負
担
部
分
の
減
縮
に
ま
で
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
も
の
」
と
し
て
批
判
す
る

（
同
。
三
一
頁
）
が
、
誤
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
蛆
）
柚
木
・
前
掲
注
（
卿
）
三
一
頁
。

（
蛆
）
た
と
え
ば
一
万
円
の
免
除
だ
と
、
Ｙ
の
負
担
部
分
は
二
五
○
○
円
と
な
る
が
、
Ｚ
ら
の
負
担
部
分
一
万
二
五
○
○
円
は
変
わ
ら
ず
、
Ｙ
・
Ｚ
ら
の
連

帯
債
務
額
は
四
万
円
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
Ｙ
が
四
万
円
を
弁
済
す
れ
ば
、
’
万
二
五
○
○
円
づ
っ
Ｚ
ら
に
求
償
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
我
妻
・
前
掲
注
（
⑬
）
四
二
○
頁
参
照
。

（
別
）
こ
の
結
論
は
、
新
潟
地
裁
判
決
・
前
掲
注
（
、
）
に
同
じ
で
あ
る
。

（
皿
）
椿
・
前
掲
注
（
羽
）
九
八
頁
は
、
免
除
債
権
者
の
意
思
に
つ
い
て
の
評
価
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

す
る
。

を
主
張
し
得
な
い
」
と
述
べ
る
。

な
お
、
高
木
・
前
掲
注
（
別
）
三
七
二
頁
は
、
「
免
除
し
た
残
り
の
残
額
が
負
担
部
分
を
超
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
連
帯
の
免
除
の
効
果
し
か
生
ぜ
ず
、

免
除
の
相
手
方
に
負
担
部
分
の
減
少
と
い
う
実
質
的
利
益
を
与
え
ず
、
…
…
債
権
者
の
利
益
に
偏
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
第
②
説
を
批
判

沖
大
法
学
第
十
三
号
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新
潟
地
裁
六
曰
町
支
部
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
一
一
曰
判
決
（
判
例
時
報
七
○
六
号
五
九
頁
）
は
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額

（
銘
）

に
民
法
四
三
七
条
を
類
推
適
用
し
た
唯
一
の
判
決
と
思
わ
れ
る
。
判
決
は
、
好
意
運
行
者
Ｙ
と
第
三
運
行
者
Ｚ
と
の
共
同
不
法
行
為
に
よ
り
、

好
意
同
乗
者
Ｘ
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
「
全
損
害
を
Ｙ
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
信
義
に
反
し
妥
当
で
な
い
」
の
で
、
Ｘ
・
Ｙ
間
に
お

い
て
は
、
Ｘ
の
「
損
害
合
計
額
一
一
一
八
万
円
か
ら
そ
の
約
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
一
三
○
万
円
を
減
額
す
る
」
と
述
べ
、
ま
た
、

過
失
割
合
Ｙ
六
五
対
Ｚ
三
五
程
度
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
三
者
間
の
関
係
の
も
と
で
、
判
旨
は
、
Ｘ
・
Ｙ
間
に
お
け
る
減
額
は
「
民
法
四
三
七
条
の
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
共
同

不
法
行
為
者
で
あ
る
Ｚ
の
利
益
の
た
め
に
も
そ
の
効
力
を
生
じ
…
…
、
Ｙ
の
負
担
部
分
が
二
一
一
○
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
明
ら
か
な
本
件
に

お
い
て
は
、
Ｚ
の
債
務
額
も
そ
の
分
だ
け
減
少
す
る
」
と
述
べ
る
。
逆
に
、
相
対
的
効
力
し
か
認
め
な
い
と
す
る
と
、
Ｙ
・
Ｚ
間
の
求
償
に

お
い
て
Ｙ
の
減
額
の
利
益
が
無
に
帰
す
こ
と
に
な
り
、
「
減
額
の
趣
旨
に
反
し
合
理
的
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
減
額
は
、

Ⅲ
お
わ
り
に

（
別
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
八
八
頁
以
下
、
第
二
論
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
開
）
好
意
同
乗
減
額
に
関
し
て
、
新
潟
地
裁
判
決
・
前
掲
注
（
、
）
は
、
「
約
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
一
三
○
万
円
を
減
額
す
る
」
と
判
断
し
た
。

｜
定
額
「
一
一
一
一
○
万
円
」
を
基
準
に
同
乗
減
額
の
影
響
を
判
断
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
額
は
、
損
害
全
額
（
’
二
八
万
円
余
）
と
の
関
係
（
す
な
わ

ち
「
約
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
」
）
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

（
昭
）
野
田
・
前
掲
注
（
岨
）
三
九
二
頁
。

（
印
）
我
妻
・
前
掲
注
（
蛆
）
四
二
一
頁
、
淡
路
・
前
掲
注
（
Ⅱ
）
二
四
六
頁
。

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除

′、
￣



「
Ｙ
と
Ｘ
と
の
間
の
内
部
的
な
特
殊
事
情
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
「
Ｚ
が
最
終
的
に
そ
の
利
益
に
与
か
る
べ
き
合
理
的
根
拠
は
な
い
」
の
で
、

Ｚ
は
全
損
害
額
に
三
五
％
を
乗
じ
た
額
を
負
担
部
分
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

判
旨
は
、
民
法
四
三
七
条
を
類
推
適
用
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
大
審
院
が
う
ち
た
て
た
判
例
理
論
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
学
説

の
多
数
説
の
立
場
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
柚
木
説
（
少
数
説
）
の
理
論
構
成
に
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
免
除
者
Ｙ
の
本
来
的
負
担
部
分

額
七
二
七
万
円
（
六
五
％
）
が
免
除
額
一
三
○
万
円
（
一
一
○
％
）
を
超
え
る
の
で
、
免
除
者
Ｘ
は
免
除
額
一
一
一
一
○
万
円
だ
け
自
己
負
担
し
、

被
免
除
者
Ｙ
の
負
担
部
分
は
本
来
的
負
担
部
分
か
ら
免
除
額
の
分
だ
け
減
少
し
（
五
○
七
万
円
。
四
五
％
と
な
り
）
、
非
免
除
者
Ｚ
の
負
担

部
分
は
影
響
を
受
け
な
い
（
一
一
一
九
一
万
円
・
’
一
一
五
％
の
ま
ま
）
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
２
図
参
照
。
負
担
部
分
を
百
分
比
で
示
す
）
。

沖
大
法
学
第
十
三
号

２図好意同乗減額（新潟地裁判決）

Ｙ６５ ３５Ｚ
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220万円減額
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3図好意同乗減額（修正判例理論）

Ｙ６５ ３５Ｚ
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(減額率20％）
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前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
事
案
に
は
、
修
正
判
例
理
論
の
も
と
で
民
法
四
三
七
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
Ｙ
の
本

来
的
負
担
部
分
額
七
二
七
万
円
（
六
五
％
）
に
免
除
率
（
約
二
○
％
）
を
乗
じ
た
額
一
四
三
万
円
（
約
一
三
％
）
を
、
Ｘ
が
自
己
負
担
す
る
。

残
額
九
七
五
万
円
（
約
八
七
％
）
に
つ
い
て
、
Ｙ
お
よ
び
Ｚ
が
連
帯
責
任
を
負
う
が
、
Ｙ
の
負
担
部
分
額
は
、
本
来
的
負
担
部
分
額
か
ら
Ｘ

負
担
額
を
控
除
し
た
額
（
五
八
四
万
円
。
約
五
一
一
％
）
で
あ
り
、
Ｚ
の
負
担
部
分
額
（
三
九
一
万
円
。
一
一
’
五
％
）
は
変
わ
ら
な
い
（
３
図
参

照
。
百
分
比
で
示
す
）
。
な
お
、
民
法
四
三
七
条
に
関
す
る
判
例
理
論
を
本
事
案
に
あ
て
は
め
る
と
、
Ｙ
・
Ｚ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
九
八
万
円

（
八
○
％
）
。
九
七
五
万
円
（
八
七
％
）
の
責
任
二
部
連
帯
責
任
）
を
負
う
。
そ
し
て
、
Ｙ
お
よ
び
Ｚ
の
Ｘ
に
対
す
る
責
任
以
外
に
関
し

（
鍋
）

て
は
、
修
正
判
例
理
華
輌
と
同
じ
で
あ
る
。

（
開
）

と
こ
ろ
で
、
事
案
を
、
一
部
免
除
に
関
す
る
多
数
説
の
理
論
構
成
で
解
決
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
〈
ロ
、
免
除
残
額
八
九

八
万
円
（
八
○
％
）
が
、
被
免
除
者
Ｙ
の
本
来
的
負
担
部
分
額
七
二
七
万
円
（
六
五
％
）
以
上
で
あ
る
の
で
、
被
免
除
者
Ｙ
の
本
来
的
負
担

部
分
（
六
五
％
）
、
お
よ
び
非
免
除
者
Ｚ
の
本
来
的
負
担
部
分
（
三
五
％
）
は
何
ら
影
響
を
受
け
な
い
。
仮
に
、
Ｚ
が
全
額
弁
済
し
た
後
に

Ｙ
に
求
償
す
れ
ば
、
Ｙ
は
負
担
部
分
額
七
二
七
万
円
（
六
五
％
）
に
つ
い
て
Ｚ
の
求
償
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
Ｘ
に
対
し
て
は
免
除
残

額
八
九
八
万
円
（
八
○
％
）
の
債
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
へ
の
再
求
償
（
転
償
）
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
債
権
者
（
被

害
者
）
の
免
除
意
思
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
免
除
を
不
訴
求
約
束
と
考
え
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
好
意
同
乗
関
係
の

（
印
）

ゆ
え
に
信
義
則
に
基
づ
い
て
減
額
を
な
す
べ
き
共
同
不
法
行
為
に
、
多
数
説
の
理
論
構
成
を
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
。

（
研
）

ら
容
認
で
き
る
ふ
い
）
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
内
部
的
な
特
殊
事
情
」
に
よ
る
Ｘ
・
Ｙ
間
に
お
け
る
減
額
を
、
そ
の
よ
う
な
事
情
の
な
い
Ｘ
・
Ｚ
間
に
、
そ
の
ま
ま
効
力
を
及

ぼ
す
こ
と
で
、
損
害
の
過
大
な
自
己
負
担
を
Ｘ
に
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
潟
地
裁
判
決
の
結
論
は
被
害
者
保
護
の
観
点
か

好
意
同
乗
減
額
と
連
帯
債
務
の
一
部
免
除
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以
上
、
新
潟
地
裁
判
決
が
、
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
関
し
て
、
民
法
四
三
七
条
を
類
推
適
用
し
た
点
は
評
価
で
き
る

が
、
そ
の
際
に
採
用
し
た
解
釈
理
論
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
考
え
る
。
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
好
意
同
乗
減
額
に
つ
い
て
は
、
民
法
四
三

七
条
に
関
す
る
修
正
判
例
理
論
を
も
っ
て
、
紛
争
解
決
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注（
船
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
一
○
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
損
害
額
等
に
つ
い
て
は
一
万
円
未
満
を
省
略
す
る
。

（
印
）
新
潟
地
裁
判
決
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
。
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
八
七
頁
一
○
三
頁
、
第
二
論
六
七
頁
参
照
。

（
冊
）
判
例
理
論
な
い
し
修
正
判
例
理
論
と
同
様
の
理
論
構
成
で
好
意
同
乗
減
額
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
本
田
上
型
燭
注
（
５
）

（
帥
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
５
）
第
一
論
七
三
頁
以
下
、
第
二
論
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
閲
）
｜
部
免
除
に
餌

九
頁
以
下
参
照
。

四
九
頁
以
下
参
照
。

沖
大
法
学
第
十
三
号

｜
部
免
除
に
関
す
る
多
数
説
と
同
じ
理
論
構
成
で
好
意
同
乗
減
額
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
比
佐
・
前
掲
注
（
５
）
一
三

〈
酉


